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愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４号）の一部を

次のように改正する。

第７条の２第１号中「監獄」の下に「（少年法（昭和２３年

法律第１６８号）第５６条第３項の規定により少年院において刑

を執行する場合における当該少年院を含む。）」を加え、同

条第２号中「（昭和２３年法律第１６８号）」を削る。

様式第３号６看護料の欄中

□看護婦 年 月 日から

□付添婦 日間

□その他 年 月 日まで

「

を

」

年 月 日から 看護師の資格

日間

�
�
�
�
	

�
�
�
�

年 月 日まで □有□無

「

に改め

」

、同様式１３訪問看護医療費請求明細の欄中「保健婦、保健士

、看護婦、看護士」を「保健師、看護師」に、「准看護婦、

准看護士」を「准看護師」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則様式

第３号の規定により提出されている書類は、改正後の愛媛

県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例施行規則様式第３号の規定により提出された書類と

みなす。

����
'愛媛県規則第１２号
愛媛県職員等表彰規則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員等表彰規則の一部を改正する規則

愛媛県職員等表彰規則（昭和５４年愛媛県規則第５９号）の一

部を次のように改正する。

第４条第２項中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県規則第１３号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条

例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条

例施行規則（平成７年愛媛県規則第６６号）の一部を次のよう

に改正する。

様式第２号１中

分 土地等の事業・雑所得

離 短 期 譲 渡 所 得

課 長 期 譲 渡 所 得

税 株式等の事業・譲渡・雑所得

「

を

」

分

離

課

税

土地等の事業・雑所得

短 期 譲 渡 所 得

長 期 譲 渡 所 得

株式等の事業・譲渡・雑所得

商品先物取引の事業・雑所得

「

に

」

改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

����
'愛媛県規則第１４号
愛媛県男女共同参画推進条例施行規則を次のように定める

。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県男女共同参画推進条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県男女共同参画推進条例（平成１４

年愛媛県条例第１０号）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（愛媛県男女共同参画会議の委員）

第２条 愛媛県男女共同参画会議（以下「参画会議」という

。）の委員（以下「委員」という。）は、再任されること

ができる。

２ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委

嘱され、又は任命されるまで引き続きその職務を行うもの

とする。

３ 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができない

と認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員た

るに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免

することがある。

（会長及び副会長）

第３条 参画会議に会長及び副会長各１人を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、参画会議を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。

（会議）

第４条 参画会議の会議は、会長が招集し、会長が議長とな

る。

２ 参画会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議

事を開き、議決することができない。

３ 参画会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

（参考人）

第５条 参画会議は、調査審議のため必要があるときは、委

員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

（庶務）

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号
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第６条 参画会議の庶務は、県民環境部男女共同参画局参画

推進課において処理する。

（委任）

第７条 第２条から前条までに定めるもののほか、参画会議

の運営に関し必要な事項は、会長が参画会議に諮って定め

る。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県規則第１５号
愛媛県立歯科技術専門学校運営規則等の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立歯科技術専門学校運営規則等の一部を改正す

る規則

（愛媛県立歯科技術専門学校運営規則の一部改正）

第１条 愛媛県立歯科技術専門学校運営規則（昭和４６年愛媛

県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第５６条」を「第５６条第１項」に改める。

（愛媛県立伊予三島看護専門学校学則の一部改正）

第２条 愛媛県立伊予三島看護専門学校学則（平成９年愛媛

県規則第２号）の一部を次のように改正する。

第８条中「第５６条」を「第５６条第１項」に改める。

（愛媛県立農業大学校規則の一部改正）

第３条 愛媛県立農業大学校規則（昭和５８年愛媛県規則第２３

号）の一部を次のように改正する。

第９条中「第５６条」を「第５６条第１項」に改める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県規則第１６号
愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の

一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規

則の一部を改正する規則

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（

昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

別表第１ １０の部細菌検査の項の次に次のように加える。

大腸菌検査 同 １項目 １，３２０円
嫌気性芽胞菌検査 同 同 １，９３０円

別表第１ １０の部クリプトスポリジウムオーシスト検査の

項単位の欄中「同」を「１検体」に改め、同表１１の部遊泳用

プール水質基準試験の項試験項目の欄中「遊泳用プール水質

基準試験」の下に「（理化学試験）」を加え、同項検体の量
びん

の欄中「及び滅菌瓶入り０．１リツトル」を削り、同項の次に

次のように加える。

同（細菌検査） 滅菌瓶入
り０．１リ
ットル

同 １，８３０円

同（消毒副生成物試験
）

適当量 １項目 ３，１６０円

別表第１ １１の部海水浴場水質環境基準試験の項検体の量

の欄中「同」を「１リットル及び滅菌瓶入り０．１リットル」

に改め、同項単位の欄中「同」を「１検体」に改め、同部細

菌検査の項を削り、同部大腸菌群最確数検査の項検体の量の

欄中「同」を「滅菌瓶入り０．１リットル」に改め、同項単位

の欄中「１検体」を「同」に改め、同表１７の部アの項使用料

金額の欄中「２００円」を「１７０円」に改め、同部イ�の項同
欄中「１，５２０円」を「１，２８０円」に改め、同部イ�の項同欄
中「１，３６０円」を「１，２００円」に改め、同部イ�の項同欄中
「１，０８０円」を「９６０円」に改め、同部ウの項同欄中「５６０

円」を「４８０円」に改め、同部オ�ａの項試験項目の欄中「
酸素感受性蛍光センサーによるもの」を「抗酸菌分離培養検

査１」に改め、同項使用料金額の欄中「１，５２０円」を「１，２

８０円」に改め、同部オ�ｂの項試験項目の欄中「その他のも
の」を「同２」に改め、同項使用料金額の欄中「１，４４０円」

を「１，２００円」に改め、同部オ�の項同欄中「２，６４０円」を
「２，２４０円」に改め、同部カ�の項同欄中「２，５６０円」を「
２，１６０円」に改め、同部カ�の項同欄中「１，２８０円」を「１
，１２０円」に、「１，８４０円」を「１，６００円」に、「２，５６０円」

を「２，１６０円」に改め、同部キ�の項同欄中「２，４８０円」を
「２，０８０円」に改め、同部キ�の項同欄中「４，４８０円」を「
３，８４０円」に改め、同部キ�の項同欄中「５，３６０円」を「４
，５６０円」に改め、同部キ�の項同欄中「４，４８０円」を「３，８
４０円」に改め、同表１８の部ア�の項同欄中「１７０円」を「１
５０円」に改め、同部ア�の項同欄中「４４０円」を「３６０円」
に改め、同部イの項同欄中「１７０円」を「１５０円」に改め、

同部ウ�の項同欄中「４００円」を「３３０円」に改め、同部ウ
�の項同欄中「６４０円」を「５６０円」に改め、同部エの項同
欄中「２，４００円」を「２，０８０円」に改め、同部カの項同欄中

「２，８００円」を「２，４００円」に改め、同部キの項同欄中「３

３０円」を「２８０円」に改め、同表１９の部血液血液像の項同欄

中「２３０円」を「２００円」に改め、同部血液ヘモグロビンＡ

１Ｃの項同欄中「６００円」を「５２０円」に改め、同部血液血

液型（ＡＢＯ式、ＲＨ式）の項同欄中「２５０円」を「２２０円

」に改め、同部血液クームス試験の項同欄中「３８０円」を「
たん

３２０円」に改め、同部血液総ビリルビン、アルブミン、総蛋

白、尿素窒素、クレアチニン、アルカリフォスファターゼ、

尿素、コリンエステラーゼ、γ－ＧＴＰ、中性脂肪、無機成
こう

分等の項同欄中「１２０円」を「１００円」に改め、同部血液膠

質反応、クレアチン、グルコースの項同欄中「１２０円」を「
たん

１１０円」に改め、同部血液リン脂質、β－リポ蛋白の項同欄

中「１７０円」を「１５０円」に改め、同部血液総脂質、遊離脂

肪酸の項同欄中「１９０円」を「１６０円」に改め、同部血液Ｈ

ＤＬ－コレステロール、総コレステロール、トランスアミナ

ーゼ（ＧＯＴ、ＧＰＴ）、Ｐ及びＨＰＯ４ の項同欄中「２００

円」を「１７０円」に改め、同部血液総鉄結合能、不飽和鉄結

合能の項同欄中「２１０円」を「１８０円」に改め、同部血液Ｃ
たん たん

反応性蛋白の項試験項目の欄中「Ｃ反応性蛋白」を「Ｃ反応
たん

性蛋白（ＣＲＰ）定性」に改め、同項使用料金額の欄中「２

００円」を「１７０円」に改め、同部尿糖定量の項同欄中「１１０

円」を「９０円」に改め、同部尿ポルフィリン定性等の項同欄
たん

中「１２０円」を「１１０円」に改め、同部尿蛋白定量の項同欄
ふん

中「７０円」を「６０円」に改め、同部糞便ヘモグロビンの項同
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欄中「４８０円」を「４００円」に改め、同表２０の部ウイルス抗

体価測定の項同欄中「７６０円」を「７２０円」に改め、同部Ｈ

ＴＬＶ－１抗体（ＰＡ法）等の項同欄中「１，０４０円」を「８

８０円」に改め、同部ＨＩＶ－１抗体（ＥＩＡ法、ＰＡ法）の

項同欄中「１，４４０円」を「１，２００円」に改め、同部ＨＩＶ－

１、２抗体（ＥＩＡ法、ＰＡ法）の項同欄中「１，５２０円」を

「１，２８０円」に改め、同部ＨＳＶ特異抗原の項試験項目の欄

中「ＨＳＶ特異抗原」を「単純ヘルペスウイルス特異抗原」

に改め、同項使用料金額の欄中「１，６００円」を「１，５２０円」

に改め、同部ＨＩＶ抗体（ＩＦＡ法、ウエスタンブロット法

）の項試験項目の欄中「ＨＩＶ抗体（ＩＦＡ法、ウエスタン

ブロット法）」を「ＨＩＶ抗体価精密測定」に改め、同項使

用料金額の欄中「４，０００円」を「３，４４０円」に改め、同部Ｂ

型肝炎関連抗原抗体検査（ＨＢ Ｓ 抗原）の項同欄中「３５０円

」を「３００円」に改め、同部同（ＨＢ Ｓ 抗体）の項同欄中「

４００円」を「３３０円」に改め、同部ＨＣＶ抗体価精密測定の

項同欄中「１，５２０円」を「１，２８０円」に改め、同表２２の部リ

ンパ球幼若化検査の項同欄中「３，９６０円」を「３，２００円」に

改め、同部リンパ球サブセット検査の項同欄中「３，６００円」

を「２，４８０円」に改め、同部組織適合性検査（ＨＬＡ－ＡＢ

Ｃ型）の項の次に次のように加える。

同
（ＨＬＡ遺伝子－Ａロ
ーカス検査）

同
７，６４０円

同
（ＨＬＡ遺伝子－Ｂロ
ーカス検査）

同
８，３５０円

同
（ＨＬＡ遺伝子－Ｃｗ
ローカス検査）

同
７，８４０円

同
（ＨＬＡ遺伝子－ＤＲ
Ｂ１ローカス検査）

同
５，９１０円

同
（ＨＬＡ遺伝子－ＤＱ
Ｂ１ローカス検査）

同
５，５００円

別表第１ ２２の部同（ＨＬＡ－ＤＲ型）の項及び同（ＨＬ

Ａ遺伝子－ＤＲ、ＤＱ型別検査）の項を削り、同部同（ＨＬ

Ａ遺伝子－ＤＲＢＩ型別検査）の項試験項目の欄中「ＤＲＢ

Ｉ型別検査」を「ＤＲＢ１精密検査」に改め、同部同（ＨＬ

Ａ－ＭＬＣ検査）の項及び同（ＨＬＡ－ＣＭＬ検査）の項を

削り、同表２３の部染色体検査の項使用料金額の欄中「１７，２００

円」を「１６，０００円」に改め、同部同（分染法）の項同欄中「

２０，４００円」を「１９，２００円」に改め、同部細胞診検査の項同欄

中「１，４４０円」を「１，５２０円」に改める。

附 則

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関

する規則別表第１の規定は、この規則の施行の日以後の試

験等の依頼に係る使用料について適用し、同日前の試験等

の依頼に係る使用料については、なお従前の例による。

����
'愛媛県規則第１７号
栄養士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定め

る。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

栄養士法施行細則の一部を改正する規則

栄養士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第６７号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「栄養士法施行規則」を「栄養士法施行令（昭和

２８年政令第２３１号。以下「政令」という。）、栄養士法施行

規則」に改める。

第２条を削り、第３条中「第１条」を「第１条第１項」に

改め、「別記」を削り、同条を第２条とし、同条の次に次の

１条を加える。

（名簿訂正申請書及び免許証書換え交付申請書の様式）

第３条 政令第３条第１項又は第５条第１項の規定による栄

養士名簿の訂正又は栄養士免許証の書換え交付の申請は、

様式第２号によらなければならない。

第４条から第６条までを次のように改める。

（登録抹消申請書の様式）

第４条 政令第４条第１項の規定による栄養士名簿の登録の

抹消申請は、様式第３号によらなければならない。

（免許証再交付申請書の様式）

第５条 政令第６条第１項の規定による栄養士免許証の再交

付の申請は、様式第４号によらなければならない。

（免許証返納書の様式）

第６条 政令第６条第５項又は第８条第３項の規定による栄

養士免許証の返納は、様式第５号の返納書によつてしなけ

ればならない。

様式第１号中「第３条」を「第２条」に改める。

様式第２号中「第４条」を「第３条」に、「栄養士免許証

訂正申請書」を「栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書

」に改め、同様式注を同様式注２とし、同様式注２の前に次

のように加える。

１ 不要の文字は、抹消すること。

様式第４号２�を次のように改める。
� 栄養士免許証の発見

様式第４号を様式第５号とし、様式第３号を様式第４号と

し、様式第２号の次に次の１様式を加える。
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様式第３号（第４条関係）

栄 養 士 名 簿 登 録 抹 消 申 請 書

年 月 日

愛 媛 県 知 事 殿

住 所

氏 名 �

続 柄

１ 登 録 番 号

２ 登 録 年 月 日 年 月 日

３ 登 録 を 抹 消 す る

栄 養 士 の 氏 名

４ 抹 消 の 理 由
そう

死 亡 ・失踪 ・ そ の 他

注 １ 記 名 押 印 に 代 え て 署 名 す る こ と が で き る 。

２ 栄 養 士 免 許 証 を 添 付 す る こ と 。
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附 則

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の栄養士法

施行細則様式第２号の規定による栄養士免許証訂正申請書

は、改正後の栄養士法施行細則様式第２号の規定による栄

養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書とみなす。

����
'愛媛県規則第１８号
栄養改善法施行細則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

栄養改善法施行細則の一部を改正する規則

栄養改善法施行細則（昭和２８年愛媛県規則第２６号）の一部

を次のように改正する。

第５条の見出しを「（給食状況の報告）」に改め、同条中

「病院にあつては毎月１０日までに、その他の施設にあつては

知事が指示した場合において」を「毎年７月１５日までに、」

に改め、「、それぞれ」を削る。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

'愛媛県規則第１９号
愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する

規則

愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和４０年愛媛県規則

第１９号）の一部を次のように改正する。

様式第３号中「（第４条関係）」を「（第４条関係） 母

子福祉資金貸付申請者調査書」に、「貸付の」を「貸付けの

」に改め、

民生児童委員
又は母子福祉
協助員の意見

「

」

を削る。

附 則

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県母子及び寡婦

福祉法施行細則様式第３号の規定による書類の用紙は、当

分の間、これを訂正して使用することができる。

'愛媛県規則第２０号
愛媛県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県林業改善資金貸付規則（昭和５１年愛媛県規則第８１号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表中第２号の項を削り、第３号の項を第２号の項とし、第４号の項を第３号の項とし、同表第５号の項林業

生産高度化資金の種類の欄中「締結して」の下に「当該施業又は」を加え、「委託料の全額を一時に」を「委託料を」に改め

、同項貸付金の限度額の欄を次のように改め、同項を同表第４号の項とする。

間伐、保育その他の施業を委託する
場合にあつては、委託料の支払に要す
る費用の１００分の８０
立木の管理を委託する場合にあつて

は、当該委託に係る森林１ヘクタール
１年分につき

１０，０００円

第２条第１項の表第６号の項貸付金の限度額の欄中

「 単線循環式軽架線を設置する場合に

「 樹園地作業用けん引車改造型搬出用 あつては、１セットにつき

施設（いわゆるモノレール）を設置す
及び

１，９００，０００円
を削り、同項を同表第５号の項とし

る場合にあつては、１セットにつき 小径木搬出用といを購入する場合に

２，１００，０００円」 あつては、１セット（延長１００メート

ル分）につき １，１００，０００円」

、同表第７号の項林業生産高度化資金の種類の欄中「又はツイン丸のこ盤」を「、ツイン丸のこ盤、木材乾燥施設、木材防腐

処理施設又は集成材製造施設」に改め、同項貸付金の限度額の欄中「バーカ」の下に「又はツイン丸のこ盤」を加え、

「 ツイン丸のこ盤で農林水産大臣が定
「 木材乾燥施設、木材防腐処理施設又

める基準に適合するものを設置する場
は集成材製造施設で農林水産大臣が定

合にあつては、１セットにつき
を める基準に適合するものを設置する場 に改め、同項を同表第６号の項とし、

１２，０００，０００円」
合にあつては、当該施設の設置に要す

る費用１００分の８０ 」

同表第８号の項を同表第７号の項とし、同条第２項の表貸付金の限度額の欄中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の

�������

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号

３８４



融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改め、同条第３項

の表第１号の項林業労働福祉施設資金の種類の欄中「、自動枝打機又は油圧式立木伐倒機」を「又は自動枝打機」に改め、同

項中

油圧式立木伐倒機を購入す

る場合にあつては、１セット

につき ３，５００，０００円

５年以内（据置

期間２年以内を含

む。）

「

を削り、同表第５号の項貸付金の限度額の欄中「８，２００，０００円」

」

を「７，５００，０００円」に改める。

第１１条第１項中「第４号」を「第３号」に改める。

様式第１号申請者の概要の欄中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤

の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。

様式第２号（その２）を削り、同様式（その３）注１中「第３号」を「第２号」に改め、同様式（その３）を同様式（その

２）とし、同様式（その４）注１中「第４号」を「第３号」に改め、同様式（その４）を同様式（その３）とし、同様式（そ

の５）中「施業受委託導入条件整備資金事業計画書」を「施業受委託促進資金事業計画書」に改め、同様式（その５）総括表

の欄中

森 林 面 積 管理委託
契約年数
�

管理委託

契約金額

一括前払金額

�

１年１ヘクタール当たり
前払金額

�÷�÷�
対象森林面積 管理委託面積

�
ヘクタール ヘクタール 年 千円 千円 千円

「

を

」

森 林 面 積
契約年数 契約金額対 象 森 林

面 積
う ち 施 業
委 託 面 積

う ち 管 理
委 託 面 積

ヘクタール ヘクタール ヘクタール 年 千円

「

に改め、同欄記載要領中２を３と

」

し、１の次に次のように加える。

２ 施業委託面積欄は、施業委託契約に基づいて施業を委託する森林の面積を記載すること。

様式第２号（その５）管理を委託する森林の内容の欄中「管理を委託する」を「委託契約に係る」に改め、同様式（その５

）事業実施計画（管理委託契約内容）の欄中「管理委託契約内容」を「契約内容」に、

巡 視 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回

歩道開設 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル

歩道改良 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル

境界保全 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回

報 告 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回

「

を

」

巡 視 回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

歩道開設 メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

歩道改良 メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

メートル
（ ）

境界保全 回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

報 告 回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

回
（ ）

下 刈 ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

除 伐 ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

ヘクタール
（ ）

「

に改め、同様式（その５）注１
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'愛媛県規則第２１号
愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県土地改良法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第４５号）

の一部を次のように改正する。

様式第３号注１�イ中「及び第５項の意見を記載した」を
「の協議の経過を示す」に改め、同様式注１�中ウをエとし
、イの次に次のように加える。

ウ 土地改良法第５条第５項の意見を記載した書面

様式第５号注１�イ中「及び同法第４８条第９項において準
用する同法第５条第３項」を削り、同様式注１�中ウをエと
し、イの次に次のように加える。

ウ 土地改良法第４８条第９項において準用する同法

第５条第３項の協議の経過を示す書面

様式第５号注２�イ中「意見を記載した」を「協議の経過
を示す」に改める。

様式第６号注２�イ中「及び同法第８５条第５項において準
用する同法第５条第３項」を削り、同様式注２�中ウをエと
し、イの次に次のように加える。

ウ 土地改良法第８５条第５項において準用する同法

第５条第３項の協議の経過を示す書面

様式第６号注２�に次のように加える。
オ 土地改良法第８５条第７項の規定による意見書の

提出があつた場合にあつては、当該意見書の写し

様式第６号注３中「３の」を「４の」に改め、同様式注３

�イ中「意見を記載した」を「協議の経過を示す」に改め、
同様式注３�に次のように加える。

エ 土地改良法第８５条の３第４項において準用する

同法第８５条第７項の規定による意見書の提出があ

つた場合にあつては、当該意見書の写し

様式第６号注４�イ中「意見を記載した」を「協議の経過
を示す」に改め、同様式注４�に次のように加える。

エ 土地改良法第８５条の３第４項において準用する

同法第８５条第７項の規定による意見書の提出があ

つた場合にあつては、当該意見書の写し

様式第６号注５�ウ中「同条第４項において準用する」を
削り、同様式注５�エ中「同条第４項において準用する」を
削り、「意見を記載した」を「協議の経過を示す」に改め、

同様式注５�オ中「同条第４項において準用する」を削り、
同様式注５�に次のように加える。

カ 土地改良法第８５条の３第１０項において準用する

同法第８５条第７項の規定による意見書の提出があ

つた場合にあつては、当該意見書の写し

様式第７号注２�イ中「意見を記載した」を「協議の経過
を示す」に改める。

様式第９号注２中「２の」を「３の」に改め、同様式注２

�イ中「及び同法第４８条第９項において準用する同法第５条
第３項」を削り、同様式注２�中ウをエとし、イの次に次の
ように加える。

ウ 土地改良法第４８条第９項において準用する同法

第５条第３項の協議の経過を示す書面

様式第９号注３�ウ中「及び同法第４８条第９項において準
用する同法第５条第３項」を削り、同様式注３�中エをオと
し、ウの次に次のように加える。

エ 土地改良法第４８条第９項において準用する同法

第５条第３項の協議の経過を示す書面

様式第９号注４中「４の」を「５の」に改め、同様式注４

記載要領 １ 事業が２年以上にわたる場合は、それぞれにあん分して記載すること。
２ （ ）内は、事業費予定額を記載すること。

」

中「第５号」を「第４号」に改め、同様式（その５）注２中「青色、」の下に「施業又は」を加え、同様式（その５）注３中

「管理委託契約書」を「委託契約書」に改め、同様式（その５）を同様式（その４）とし、同様式（その６）注１中「第６号

」を「第５号」に改め、同様式（その６）を同様式（その５）とし、同様式（その７）総括表の欄記載要領２中「並びに」の

下に「導入機械施設の」を加え、同様式（その７）注１中「第７号」を「第６号」に改め、同様式（その７）を同様式（その

６）とし、同様式（その８）注１中「第８号」を「第７号」に改め、同様式（その８）を同様式（その７）とし、同様式（そ

の９）を同様式（その８）とし、同様式（その１０）を同様式（その９）とし、同様式（その１１）を同様式（その１０）とし、同

様式（その１２）総括表の欄中「グラウンド」を削り、同様式（その１２）を同様式（その１１）とし、同様式（その１３）を同様式

（その１２）とし、同様式（その１４）を同様式（その１３）とする。

様式第５号（裏）林業改善資金借用証書特約条項第１条第３号中「第７号又は第８号」を「第６号又は第７号」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に貸付けの決定を行った改正前の愛媛県林業改善資金貸付規則（以下「改正前の貸付規則」という

。）第２条第１項の表第６号の項に掲げる資金については、なお従前の例による。

３ この規則施行の際現に改正前の貸付規則様式第１号、第２号（その５）、同様式（その７）及び同様式（その１２）並びに

様式第５号の規定により提出されている書類は、それぞれ改正後の愛媛県林業改善資金貸付規則様式第１号、第２号（その

４）、同様式（その６）及び同様式（その１１）並びに様式第５号の規定により提出された書類とみなす。
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�イ及び同様式注５�中「意見を記載した」を「協議の経過
を示す」に改める。

様式第１１号注２�イ及び同様式注３�イ中「意見を記載し
た」を「協議の経過を示す」に改める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県規則第２２号
愛媛県漁船法施行細則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県漁船法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県漁船法施行細則（昭和２６年愛媛県規則第２２号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「第３条の２第３項」を「第４条第３項」に改め

る。

第２条第１項中「第３条の２第５項」を「第４条第５項」

に改め、同条第２項中「第３条の２第６項」を「第４条第６

項」に改める。

第３条中「第３条の２第７項」を「第４条第７項」に改め

る。

第４条中「第３条の２第９項」を「第４条第９項」に改め

る。

第５条第１項中「第３条の２」を「第４条」に、「第７条

」を「第８条」に改め、同条第２項中「第３条の２」を「第
� � �

４条」に、「しゆん工」を「しゆん工」に、「第７条」を「

第８条」に改め、同条第３項中「第７条」を「第８条」に改

める。

第６条中「第９条第２項」を「第１０条第２項」に、「掲げ

る」を「規定する」に、「添附しなければ」を「添付しなけ

れば」に改める。

第７条中「第１４条第１項の申請書」を「第１７条第１項の申

請」に、「第１８条の請求書」を「第２１条の請求」に、「第１１

条第１項の申請書」を「第１１条第１項の申請」に改める。

第８条第１項中「法第１１条の２の規定による検認の申請書

」を「省令第１１条の２第２項の届出」に、「よるものとし、

省令第１１条の２第１項の規定により知事が指定した期日の３

週間前までに提出しなければ」を「よらなければ」に改め、

同条第２項中「の申請」を「の届出」に、「申請者」を「届

出者」に改める。

様式第１号中「様式第１号」を「様式第１号（第２条関係

）」に、「または」を「又は」に、「第３条の２第５項」を

「（昭和２５年法律第１７８号）第４条第１項」に、「�」を「
�」に改め、「媛漁船建」及び「丸」を削り、「・ ト

ン」を「 トン」に、「および」を「及び」に、「・

メートル ・ メートル ・ メートル」を「 メート

ル× メートル× メートル」に、「機関 馬力

」を「機関」に改める。

様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第２条関係

）」に、「または」を「又は」に、「第３条の２第５項」を

「（昭和２５年法律第１７８号）第４条第１項」に、「�」を「
�」に、「許可番号」を「許可番号 第

号」に改め、「媛漁船改 第 号」及び「丸」を削り

、「・ トン」を「 トン」に、「およ

び」を「及び」に、
「メートル メートル メートル

を
「

・ ・ ・ 」

メートル メートル メートル
に、「機関 馬力」

× × 」

を「機関」に、「行なう」を「行う」に改める。

様式第３号中「様式第３号」を「様式第３号（第２条関係

）」に、「または」を「又は」に、「第３条の２第５項」を

「（昭和２５年法律第１７８号）第４条第１項」に、「�」を「
�」に改め、「媛漁船転」及び「丸」を削り、「・
トン」を「 トン」に、「および」を「及び」に、

「・ メートル ・ メートル ・ メートル」を「 メ

ートル× メートル× メートル」に、「機関

馬力」を「機関」に改める。

様式第４号中「第３条の２第８項」を「第４条第６項」に

改め、「媛漁船」及び「丸」を削り、「・ トン

」を「 トン」に、
「メートル メートル メ

・ ・

ートル
を
「メートル メートル メートル

に、「機関
・ 」 × × 」

馬力」を「機関」に改める。

様式第５号中「第３条の２第９項」を「第４条第９項」に

「 建

改め、 媛漁船 改 を削り、「機関 馬力」を「機

転」

関」に改め、「丸」を削り、「製作者」を「製作所」に、
「

「起工、進水及び

起工進水及びしゆん工、改造工事の着
の着手及び完成

手及び完成又は転用の予定期日 」
を

建造、改造又は

びその調達方法

しゆん工、改造工事

又は転用の予定期日

に改める。

転用に要する費用及

の概要 」

様式第６号の１中「第７条」を「第８条」に改め、「媛漁

船
建

、「丸」及び
「
愛媛県

郡 町
を削る

改」 市 村」

。

様式第６号の２中「次の」を「、次の」に、「第７条」を

「（昭和２５年法律第１７８号）第８条」に、「愛媛県漁船法施

行細則」を「、愛媛県漁船法施行細則（昭和２６年愛媛県規則

第２２号）」に、

建造（改造）許可番号及び年月日 媛漁船第 号 年 月 日

許可を受けた者又は名称及び住所 愛媛県
郡 町
市 村

「

」

を

建造（改造）許可番号
及 び 年 月 日 第 号 年 月 日

許可を受けた者の氏名
又 は 名 称 及 び 住 所

「

」
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に改め、「丸」を削り、「特殊設備及び直径」を「特殊設備

及び性能」に改める。

様式第７号の１中「第１４条」を「第１７条第１項」に改め、

「丸」を削る。

様式第７号の２中「第１８条」を「第２１条」に改め、「丸」

及び
「
愛媛県

郡 町
を削る。

市 村」

様式第７号の３中「第１１条」を「第１１条第１項」に改め、

「丸」及び
「
愛媛県

郡 町
を削る。

市 村」

様式第８号中「漁船登録検認申請書」を「漁船登録検認届

出書」に、「漁船法（昭和２５年法律第１７８号）第１１条の２」

を「漁船法施行規則（昭和２５年農林省令第９５号）第１１条の２

第２項」に、「申請します」を「届け出ます」に改め、「丸

」を削り、「受ける希望場所」を「受けようとする場所」に

改め、
「
愛媛県

郡 町
を削る。

市 村」

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県漁船法施行細則（

以下「旧規則」という。）様式第１号から様式第８号まで

の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後

の愛媛県漁船法施行細則様式第１号から様式第８号までの

規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある旧規則様式第５号、様式第６

号の１及び様式第７号の１から様式第８号までの規定によ

る書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用すること

ができる。

����
'愛媛県規則第２３号
小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令施行細則

の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令施行

細則の一部を改正する規則

小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令施行細則

（昭和３１年愛媛県規則第４９号）の一部を次のように改正する

。

題名を次のように改める。

小型漁船の総トン数の測度に関する政令施行細則

第１条から第６条までを削り、第７条第１項中「政令第２

条第２項（政令第３条第２項において準用する場合を含む。

）及び第９条」を「小型漁船の総トン数の測度に関する政令

（昭和２８年政令第２５９号。以下「政令」という。）第１条第

１項」に改め、「検査又は」を削り、同条第２項中「検査又

は」を削り、「省令第１条第１項の規定による船籍票交付申

請書若しくは省令第３条第１項の規定による船籍票書換申請

書又は愛媛県漁船法施行細則（昭和２６年愛媛県規則第２２号）

第５条第２項の規定による漁船認定申請書を提出し、これと

同時に省令第９条第１項」を「小型漁船の総トン数の測度に

関する省令（昭和２８年運輸省令第４６号。以下「省令」という

。）第１条第１項」に、「小型船舶総トン数測度申請書を」

を「小型漁船総トン数測度申請書に当該申請に係る小型漁船

の諸元を記載した書面その他の総トン数の測度に関し知事が

必要と認める書面を添付して」に改め、同条第３項中「検査

又は」を削り、同条第４項を削り、同条を第１条とし、第８

条を第２条とする。

様式第１号から様式第３号までを削る。

附 則

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 小型船舶の登録時に関する法律の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令（平成１３年政令第３８３号）附則第２条第

１項に規定する船籍票受有現存船に係る改正前の小型船舶

の船籍及び総トン数の測度に関する政令施行細則第１条か

ら第７条まで及び様式第１号から様式第３号までの規定の

適用については、同項に規定する日までの間は、なお従前

の例による。

����
'愛媛県規則第２４号
愛媛県界谷川水門操作規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県界谷川水門操作規則

（趣旨）

第１条 この規則は、界谷川における室川からの洪水の逆流

を防止するため、界谷川水門（以下「水門」という。）の

操作に関し必要な事項を定めるものとする。

（水門の操作）

第２条 水門は、次の各号に定めるところにより操作するも

のとする。

� 通常の場合においては、水門に設置している主ゲート

（以下「主ゲート」という。）を全閉しておくこと。

� 洪水時において水門の上流の水位が下流側の水位より

高くなったときは、主ゲートを全開すること。

� 主ゲートを全開している場合において、界谷川の下流

側から逆流が始まったときは、主ゲートを全閉すること

。

２ 前項の場合において、通常の場合とは洪水時以外におい

て事故、清掃その他やむを得ない事情があり水門を操作す

る場合を除いたときを、洪水時とは水門に設置しているフ

ラップゲートから界谷川の流水を流下させることが不可能

となるほど出水したときをいう。

３ 第１項の場合においては、水門の上流及び下流側の水位

に急激な変動を生じないようにするものとする。

（水門の操作の特例）

第３条 前条の規定にかかわらず、事故、清掃その他やむを

得ない事情があるときは、必要な限度において水門を操作

することができるものとする。

（水門の操作に関する記録）

第４条 水門を操作したときは、次に掲げる事項を記録して

おくものとする。

� 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

� 気象及び水象の状況
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� 操作した主ゲートの開度

� 操作を行った者の氏名

� 前条の規定により操作を行ったときは、その理由

� 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

（洪水警戒体制の実施）

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水

警戒体制に入るものとする。

� 水門に設置している水位計による水位が０．９５メートル

に達し、更に上昇するおそれがあるとき。

� 松山地方気象台から西条市方面に降雨に関する注意報

又は警報が発せられたとき。

� 前２号に掲げる場合のほか、必要と認められるとき。

（洪水警戒体制における措置）

第６条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置を採るも

のとする。

� 水門を適切に管理することができる要員を配置するこ

と。

� 水門及び水門を操作するために必要な機械、器具等の

点検（予備電源設備の試運転を含む。）及び整備を行う

こと。

� 水門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関と

の連絡並びに情報の収集を行うこと。

� 前３号に掲げるもののほか、水門の管理上必要な措置

（洪水警戒体制の解除）

第７条 洪水警戒体制は、第５条各号に掲げる状況が終わっ

たとき、又は発生するおそれがなくなったときに解除する

ものとする。

（水門の点検及び整備）

第８条 水門及び水門を操作するため必要な機械、器具等は

、雨期においては毎日１回以上、その他の時期においては

１０日ごとに１回以上点検及び整備を行い、これらを常に良

好な状態に保つものとする。

（日報等）

第９条 水門の管理に関する事項については、日報、月報及

び年報を作成し、これを保存するものとする。

（補則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、水門の操作に関し必

要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県規則第２５号
愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県立都市公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第１９

号）の一部を次のように改正する。

別表第１道後公園の部中球戯場の項の次に次のように加え

る。

駐車場 終 日

別表第２第５号南予レクリエーション都市公園の部御荘プ

ールの項金額の欄中「４，９４０，０９０円」を「５，７９６，４００円」に

改める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県規則第２６号
愛媛県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則を廃止する

規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則を廃止

する規則

愛媛県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則（昭和５７年

愛媛県規則第３８号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成１４年３月３１日において高等学校、大学又は高等専門

学校に在学し、現に廃止前の愛媛県地域改善対策奨学金等

貸与条例（以下「旧条例」という。）の規定により地域改

善対策奨学金（以下「奨学金」という。）の貸与を受けて

いる者に係る当該奨学金の貸与については、廃止前の愛媛

県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則（以下「旧規則

」という。）第２条、第６条から第８条まで、第１５条第４

号から第８号まで及び第１６条並びに様式第３号から様式第

５号までの規定は、その者が当該学校の課程を修了し、又

は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

３ 旧条例の規定により貸与を受けた奨学金及び地域改善対

策通学用品等助成金の返還については、旧規則第６条第３

項、第９条から第１３条まで、第１５条第６号及び第９号から

第１２号まで並びに第１６条並びに様式第３号、様式第４号及

び様式第６号から様式第９号までの規定は、この規則の施

行後も、なおその効力を有する。

����
'愛媛県規則第２７号
愛媛県県民文化会館使用規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県民文化会館使用規則の一部を改正する規則

愛媛県県民文化会館使用規則（昭和６０年愛媛県規則第５６号

）の一部を次のように改正する。

別表第２照明設備の部５７の項中 ５００ワット １台 ２００「
」

５００ワット １台 ２００

７５０ワット １台 ２００

「
を に改める。

」

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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'愛媛県告示第７０１号
愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第

２５条第１項の規定により、口頭による開示請求をすることが

できる個人情報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施

行する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
'愛媛県告示第７０２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 米倉 弘昌

２ 工場・事業場の名称及び所在地

住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� 溶媒留去分離液ドラム

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６トン処理

口頭による開示請求をすることがで

きる個人情報の内容

口頭による開示請

求をすることがで

きる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所試験等の名称 開 示 す る 内 容

愛媛県職員（
選考職）採用
試験

総合得点及び総合順
位

合格発表の日から
１月間

総務部人事課

愛媛県臨時職
員採用試験

総合得点及び総合順
位

合格発表の日から
１月間

総務部人事課（
地方局が実施し
た採用試験にあ
っては、当該地
方局の総務調整
課）

甲種火薬類取
扱保安責任者
試験、乙種火

課目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

県民環境部消防
防災安全課

薬類取扱保安
責任者試験及
び丙種火薬類
製造保安責任
者試験
狩猟免許試験 知識試験及び技能試

験の得点並びに適性
試験の結果

合格発表の日から
１月間

地方局産業経済
部林業課、伊予
三島林業課、丹
原林業課、久万
林業課、大洲林
業課、宇和林業
課又は御荘林業
課のうち、開示
請求をする者が
受験した試験場
の所在地を管轄
する課

歯科技工士試
験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部保健
福祉課

愛媛県立歯科
技術専門学校
入学試験

一般入学試験にあっ
ては科目別得点及び
総合得点、推薦入学
試験にあっては小論
文の得点及び総合得
点

合格発表の日から
１月間

愛媛県立歯科技
術専門学校

薬種商販売業
認定試験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部薬務
衛生課

毒物劇物取扱
者試験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部薬務
衛生課

クリーニング
師試験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部薬務
衛生課

製菓衛生師試
験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部薬務
衛生課

調理師試験 科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部薬務
衛生課

ふぐ取扱者試
験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部薬務
衛生課

准看護師試験 科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

保健福祉部健康
増進課

愛媛県立伊予
三島看護専門
学校入学試験

一般入学試験にあっ
ては科目別得点及び
総合得点、推薦入学

合格発表の日から
１月間

愛媛県立伊予三
島看護専門学校

告 示
試験にあっては小論
文の得点及び総合得
点

保育士試験 科目別得点 合格発表の日から
１年間

保健福祉部児童
福祉課

愛媛県立保育
専門学校入学
試験

科目別得点、面接試
験得点及び総合得点
並びに順位

合格発表の日から
１月間

愛媛県立保育専
門学校

愛媛県立医療
技術短期大学
一般入学試験

科目別得点及び総合
得点並びに順位

合格発表の日から
１月間

愛媛県立医療技
術短期大学

愛媛県立高等
技術専門校入
校選考

筆記試験の科目別得
点及び総合得点

合格発表の日から
１月間

愛媛県立高等技
術専門校

職業訓練指導
員試験

科目別得点 合格発表の日から
１月間

経済労働部労政
雇用課

技能検定 科目別得点 合格発表の日から
１月間

経済労働部労政
雇用課

愛媛県立農業
大学校入学試
験

科目別得点及び総合
得点並びに面接試験
の総合得点

合格発表の日から
１月間

愛媛県立農業大
学校

海外派遣農業
研修生選考

学力試験の得点 選考発表の日から
１月間

農林水産部農業
経営課

改良普及員資
格試験

筆記試験の項目別得
点及び口述試験の評
価

合格発表の日から
１月間

農林水産部農業
経営課

農薬管理指導
士認定試験

得点 合格発表の日から
１月間

農林水産部農業
経営課

農業機械利用
技能者技能検
定試験

学科試験の得点及び
実技試験の合否

合格発表の日から
１月間

農林水産部農業
経営課

家畜人工授精
師養成講習会
修業試験

科目別得点 合格発表の日から
１月間

農林水産部畜産
課

林業改良指導
員資格試験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

農林水産部林業
政策課

砂利採取業務
主任者試験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

土木部土木管理
課

採石業務管理
者試験

科目別得点及び総合
得点

合格発表の日から
１月間

土木部土木管理
課
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� 蒸留留出液分離器

� 廃触媒抜出フィルター

� トルエン回収塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４０．１トン処理

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１０．０

最大 ７．０～１０．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４３，０００

最大 ４３，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ホ蒸留施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３３９トン処理

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５７８

最大 ５７８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 １

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ７．２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ハろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０トン処理

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～９．０

最大 ７．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０～１０．０

最大 ５．０～１０．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５，８００

最大 ５，８００

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９．２

最大 ２３．０

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号
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� ラクタム脱水塔

� 排水処理ベントガス洗浄塔

� 再生廃ガス洗浄塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ホ蒸留施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４３トン処理

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ２４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３５

最大 ３３５

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５１．６トン処理

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１１．０

最大 ８．０～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，８５０

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０～１０．０

最大 ５．０～１０．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６５０

最大 １，１００

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２６７

最大 ３２０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１．２トン処理

工事の着工予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

特定施設の使用時間間隔 ２４時間連続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４．０～６．０

最大 ４．０～１０．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．１

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０～１０．０

最大 ５．０～１０．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １７０

最大 ２２５

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４２

最大 ５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９．４

最大 １１．３
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 分離排水処理槽

� 過酸化水素分解槽

着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

完 成 予 定 年 月 日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 分離排水処理槽

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス

処理施設の主要寸法（単位
メートル） 直径２．４３ 高さ４．５

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５０トン

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 化学処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１１．０

最大 ７．０～１２．０

通常 １．０～２．０

最大 １．０～２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，８５０

最大 ２，０００

通常 １，８００

最大 １，９５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５～１０

最大 ５～１０

通常 ５～１０

最大 ５～１０

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４３５

最大 ５２２

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３３．６

最大 ３３．６

工 事 着 手 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 年 月 日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 過酸化水素分解槽

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス

処理施設の主要寸法（単位
メートル） 直径３．０ 高さ３．５

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４５０トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 化学処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １．０～２．０

最大 １．０～２．０

通常 ４．０～５．０

最大 ４．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，８００

最大 １，９５０

通常 １５０

最大 ４７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５～１０

最大 ５～１０

通常 ５～１０

最大 ５～１０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４７０

最大 １，１００

通常 ４２０

最大 １，１００

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７３

最大 ３３３

通常 ３５４

最大 ４３０

備考 処理後の汚水等は、活性汚泥処理施設で処理する。

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６５０

最大 １，１００

通常 ４５０

最大 １，１００

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７１

最大 ３３１

通常 ２７３

最大 ３３３

備考 処理後の汚水等は、過酸化水素分解槽で処理する。
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� 脱硝装置付堅型加熱炉

� 活性汚泥処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

西総合排水口

����
'愛媛県告示第７０３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート

処理施設の主要寸法（単位
メートル） 縦１２７ 横８５ 高さ６．７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８．５

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０．０

最大 ６９．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３９．９

最大 ５０．０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４７，５１６

最大 ３２７，０００

工 事 着 手 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 年 月 日 平成１５年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１５年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 燃焼処理

処 理 施 設 の 型 式 脱硝装置付堅型加熱炉

処 理 施 設 の 構 造 鋼鉄

処理施設の主要寸法（単位
メートル） 直径６．７７５ 高さ３１．８５

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり２３トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 燃焼処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１０．０

最大 ７．０～１０．０

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４３，０００

最大 ４３，０００

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５～１０

最大 ５～１０

通常 －

最大 －

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５，８００

最大 ５，８００

通常 －

最大 －

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 －

最大 －

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９．２

最大 ２３

通常 ０

最大 ０

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～９．０

最大 ２．０～１０．０

通常 ７．０～８．０

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７４０．８

最大 １，０４３．０

通常 １８３．７

最大 ２２４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４６８．５

最大 ９３９．０

通常 ３７．６

最大 ７０．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

通常 ２００

最大 ２５０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ３０

最大 ３８

通常 １０

最大 １３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，９６０

最大 ２４，０００

通常 １７，９６０

最大 ２４，０００
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１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

住友化学工業株式会社

代表取締役 米倉 弘昌

２ 工場・事業場の名称及び所在地

住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２４号イ、ロ、二、ホ、第２７号イ、ロ、ハ、ヌ、ル、第

３２号イ、ロ、ニ、第３３号ロ、ハ、ヌ、第３５号イ、ロ、ハ、

第３７号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、ヨ、タ、第４６号イ、ロ、

ニ、第７１の４号、第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法等の変更

５ 特定施設に関する事項

活性汚泥処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項

活性汚泥処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

変更無し。

����
'愛媛県告示第７０４号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律（平成１１年法律第８６号）第２条第７項の規

定により、知事の指定する電子計算機を次のとおり指定し、

平成１４年４月１日から施行する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される愛媛県の

使用に係る電子計算機

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～８

最大 ８．７

通常 ７～８

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８８．６

最大 ２２４．０

通常 １８３．７

最大 ２２４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８．６

最大 ７０．０

通常 ３７．６

最大 ７０．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

通常 ２００

最大 ２５０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 １０

最大 １３

通常 １０

最大 １３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，４９６

最大 ２４，０００

通常 １７，９６０

最大 ２４，０００

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
３～９
最大
２～１０

通常
７～８
最大
８．７

通常
３～９
最大
２～１０

通常
７～８
最大
８．７

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８．５

最大 ３５．０

通常 １８．５

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０．０

最大 ６９．０

通常 ３０．０

最大 ６９．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３９．９

最大 ５０．０

通常 ３９．９

最大 ５０．０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

通常 ５．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４６，８６６

最大 ３２７，０００

通常 ２４７，５１６

最大 ３２７，０００

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７５４．１
最大
１，０４３．０

通常
１８８．６
最大
２２４．０

通常
７４０．８
最大
１，０４３．０

通常
１８３．７
最大
２２４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４８０．４
最大
９３９．０

通常
３８．６
最大
７０．０

通常
４６８．５
最大
９３９．０

通常
３７．６
最大
７０．０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８００
最大
１，０００

通常
２００
最大
２５０

通常
８００
最大
１，０００

通常
２００
最大
２５０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常
３０
最大
３８

通常
１０
最大
１３

通常
３０
最大
３８

通常
１０
最大
１３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１７，４９６
最大
２４，０００

通常
１７，４９６
最大
２４，０００

通常
１７，９６０
最大
２４，０００

通常
１７，９６０
最大
２４，０００
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'愛媛県告示第７０５号
愛媛県立さつき寮運営規程（昭和３９年６月愛媛県告示第４

９５号）の一部を次のように改正し、平成１４年４月１日から施

行する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項中「要保護女子」の下に「及び配偶者からの

暴力を受けた女性」を加える。

第３条中「職員」を「、職員」に、「守り、忠実に更生に

務めなければ」を「守らなければ」に改め、同条に次の１項

を加える。

２ 入寮者のうち要保護女子は、忠実に更生に務めなければ

ならない。

����
'愛媛県告示第７０６号
愛媛県地方改善事業補助金交付規程（昭和３６年１１月愛媛県

告示第９２０号）は、平成１４年３月３１日限り廃止する。ただし

、廃止前の愛媛県地方改善事業補助金交付規程の規定により

交付を受けた補助金の返還については、なお従前の例による

。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
'愛媛県告示第７０７号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

平成１４年３月２９日

����
'愛媛県告示第７０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市下島山土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・宮之裏

地区）の施行を平成１４年３月２０日認可した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
'愛媛県告示第７０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、波方町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・平松地区）の施行に平成１４

年３月２０日同意した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
'愛媛県告示第７１０号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法

」という。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事

業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

'愛媛県告示第７１１号
愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程（昭和４０年１１月愛媛県告示第１０３７号）の一部を次のように改正し、告示の日から

施行し、平成１３年度分の補助金から適用する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１３条中「仕入れに係る消費税等相当額報告書（様式第８号）により」を削り、同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定による報告は、事業実施年度の翌年度の６月１５日までに、仕入れに係る消費税等相当額報告書（様式第８号）

により行うものとする。ただし、同日までに仕入れに係る消費税等相当額が確定していない場合は、事業実施年度の翌々年

度の６月１５日までに報告するものとする。

別表第１林業山村活性化林業構造改善事業の部２ 産地形成型林業構造改善事業の項及び同部３ 資源活用型林業構造改善

事業の項を削り、同表経営基盤強化林業構造改善事業の部１ 担い手育成型林業構造改善事業の項� 経営体育成型林業構造

改善事業の目経費の配分の変更の欄２及び同目事業の内容の変更の欄２中「別表第２の五の�」を「別表第２の三の�」に改
め、同項� 事業体育成型林業構造改善事業の目経費の配分の変更の欄２及び同目事業の内容の変更の欄２中「別表第２の五

の�」を「別表第２の三の�」に改め、同部２ 木材供給圏確立型林業構造改善事業の項� 事業費の目経費の配分の変更の

欄２及び同目事業の内容の変更の欄２中「別表第２の六」を「別表第２の四」に改め、同部３ 森林活用型林業構造改善事業

の項を削り、同表地域林業経営確立林業構造改善事業の部１ 地域林業経営集約化型林業構造改善事業の項� 事業費の目経

費の配分の変更の欄２及び同目事業の内容の変更の欄２中「別表第２の八」を「別表第２の五」に改め、同部２ 資源循環利

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

伊予三島
市

村松町 平成１２年度から
平成１３年度まで

伊予三島市の
地籍図及び地籍簿

変更の承認を受けた農
地合理化法人の名称

変更の承認に係る農地
保有合理化事業の種類 承認年月日

財団法人えひめ農林漁
業担い手育成公社

法第４条第２項第１号
から第４号までに掲げ
る事業

平成１４年３月２０日

川内町 大字則之内
・河之内の
各一部

平成１２年度から
平成１３年度まで

川内町の
地籍図及び地籍簿

津島町 大字高田の
一部

平成１２年度から
平成１３年度まで

津島町の
地籍図及び地籍簿

�������
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用推進型林業構造改善事業の項� 循環利用推進型林業構造改善事業の目経費の配分の変更の欄２及び同目事業の内容の変更

の欄２中「別表第２の九の�」を「別表第２の六の�」に改め、同項� 間伐促進型林業構造改善事業の目経費の配分の変更

の欄２及び同目事業の内容の変更の欄２中「別表第２の九の�」を「別表第２の六の�」に改め、同部に次のように加える。

別表第１木質資源有効利用緊急特別林業構造改善事業の部を削る。

別表第２中三の表及び四の表を削り、五の表を三の表とし、六の表を四の表とし、七の表を削り、八の表を五の表とし、九

の表を六の表とし、同表の次に次の１表を加え、別表第２十の表を削る。

七 乾燥材供給体制緊急整備特別対策事業

� 木材乾燥施設等整備特別対策事業

３ 乾燥材供給体制緊
急整備特別対策事業
� 木材乾燥施設等
整備特別対策事業
ア 事業費
市町村が乾燥

材供給体制緊急
整備特別対策事
業計画に基づい
て行う乾燥材供
給体制整備事業
に要する経費及
び市町村を除く
事業主体が乾燥
材供給体制緊急
整備特別対策事
業計画に基づい
て行う乾燥材供
給体制整備事業
に要する経費に
つき市町村が補
助する場合にお
ける当該補助に
要する経費

イ 附帯事務費
市町村が行う

アの事業の実施
の指導監督に要
する経費

� 貸付乾燥施設等
整備特別対策事業
ア 事業費
市町村が乾燥

材供給体制緊急
整備特別対策事
業計画に基づい
て行う乾燥材供
給体制整備事業
に要する経費及
び市町村を除く
事業主体が乾燥
材供給体制緊急
整備特別対策事
業計画に基づい
て行う乾燥材供
給体制整備事業
に要する経費に
つき市町村が補
助する場合にお
ける当該補助に
要する経費

イ 附帯事務費
市町村が行う

アの事業の実施
の指導監督に要
する経費

１／２以内
１ 木材関連業者等の組織する団体が行う施
設及びこれの附帯施設の整備を行う事業に
あつては、１／３以内

２ 木材関連業者等の組織する団体を除く事
業主体が行う機械及びこれの附帯施設の整
備を行う事業にあつては、４／１０以内

１／２以内

１／２以内
１ 木材関連業者等の組織する団体が行う施
設及びこれの附帯施設の整備を行う事業に
あつては、１／３以内

２ 木材関連業者等の組織する団体を除く事
業主体が行う機械及びこれの附帯施設の整
備を行う事業にあつては、４／１０以内

１／２以内

１ 事業費総額に係る
補助金の増減
２ 別表第２の七の�
に掲げる事業種目相
互間における当該事
業費の３０パーセント
を超える流用

１ 附帯事務費に係る
補助金の増減

１ 事業費総額に係る
補助金の増減
２ 別表第２の七の�
に掲げる事業種目相
互間における当該事
業費の３０パーセント
を超える流用

１ 附帯事務費に係る
補助金の増減

１ 事業主体の変更
２ 別表第２の七の�
に掲げる事業で次に
掲げるもの
� 事業種目の新設
又は廃止

� 事業種目及び事
業主体ごとの工種
又は施設区分の１
件の事業費が５００
万円以上のものに
ついて
ア 事業量の３０パ
ーセントを超え
る変更
イ 主要工事の内
容の変更及び施
設の主要構造又
は品目の変更

１ 事業主体の変更
２ 別表第２の七の�
に掲げる事業で次に
掲げるもの
� 事業種目の新設
又は廃止

� 事業種目及び事
業主体ごとの工種
又は施設区分の１
件の事業費が５００
万円以上のものに
ついて
ア 事業量の３０パ
ーセントを超え
る変更
イ 主要工事の内
容の変更及び施
設の主要構造又
は品目の変更
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� 貸付乾燥施設等整備特別対策事業

事 業 区 分 事 業 種 目 工 種 又 は 施 設 区 分
呼 称 単 位

備 考
Ａ Ｂ

乾燥材供給体制
整備事業

木材乾燥施設等整備
事業

木材乾燥等施設
木材乾燥等施設装置
乾燥施設
作業用建物
製品保管庫
モルダー
グレーディングマシー
ン
その他

木材乾燥加工用機械
ログローダ
フォークリフト
クレーン
ホイルクレーン
トラック
機械保管倉庫
その他

棟
棟

棟

式
平方メートル
平方メートル
台
台

台
台
台
台
台
平方メートル

森林バイオマス等活
用施設整備事業

木質エネルギー等利用促進
施設
木質エネルギー等利用促
進施設装置
木質バイオマス発電施
設
木質資源利用ボイラー
施設
木質燃料製造施設
チッパー
はく皮施設
作業用建物
製品保管倉庫
原料貯蔵庫
オガ粉製造用施設
その他

木質エネルギー等利用促
進用機械
ログローダ
フォークリフト
クレーン
ホイルクレーン
トラック
機械保管倉庫
その他

棟
棟
棟

棟

式

式

式
台
台
平方メートル
平方メートル
平方メートル
式

台
台
台
台
台
平方メートル

事 業 区 分 事 業 種 目 工 種 又 は 施 設 区 分
呼 称 単 位

備 考
Ａ Ｂ

乾燥材供給体制
整備事業

木材乾燥施設等整備
事業

木材乾燥等施設
木材乾燥等施設装置
乾燥施設
作業用建物
製品保管庫
モルダー
グレーディングマシー
ン
その他

木材乾燥加工用機械
ログローダ
フォークリフト
クレーン

棟
棟

式
平方メートル
平方メートル
台
台

台
台
台
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様式第１号&５中「及び議決予算抜粋」を「、議決予算抜粋及び事業主体の消費税の課税方式が分かる資料（直近の消費税
及び地方消費税の確定申告書、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第３７条第１項の規定に基づく届出書等の写し）」に改める

。

様式第５号&３�の表及び同様式&３�の表中「市町村付帯事務費」を「市町村附帯事務費」に改め、同様式&３�の表中
「市町村付帯事務費」を「市町村附帯事務費」に、

県補

助率

円

「
県補

助率

％

「

を に改め、同様式&４中「年度別第 次林業構造改善事業実施計画による」を削る。

」 」

様式第８号に次のように加える。

別紙

ホイルクレーン
トラック
機械保管倉庫
その他

棟

台
台
平方メートル

森林バイオマス等活
用施設整備事業

木質エネルギー等利用促進
施設
木質エネルギー等利用促
進施設装置
木質バイオマス発電施
設
木質資源利用ボイラー
施設
木質燃料製造施設
チッパー
はく皮施設
作業用建物
製品保管倉庫
原料貯蔵庫
オガ粉製造用施設
その他

木質エネルギー等利用促
進用機械
ログローダ
フォークリフト
クレーン
ホイルクレーン
トラック
機械保管倉庫
その他

棟
棟
棟

棟

式

式

式
台
台
平方メートル
平方メートル
平方メートル
式

台
台
台
台
台
平方メートル

年度林業構造改善事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額集計表

区 分 事業主体 事業費 補助金 課税方式
仕入れに係る
消費税額及び
地方消費税額

補助
率

仕入れに係
る消費税等
相当額

消費税
確定
未確定

備 考

円 円 円 ％ 円
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'愛媛県告示第７１２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

北条市猿川原字本谷乙２１１の１

２ 指定の目的

公衆の保健

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び北条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

����
'愛媛県告示第７１３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

東予市河之内乙４８１の１、乙４８１の２、乙４８３の１、

乙４８３の２、乙４８５の１、乙４８５の２、乙４８６の１、乙

４８６の２、乙４８８、乙４８９の１、乙４８９の２、乙４９０の

１、乙４９０の２、乙４９１の１から乙４９１の３まで、乙４

９２の１、乙４９２の２、乙４９３から乙４９５まで、乙４９７、

乙４９８、乙４９９の１から乙４９９の３まで、乙５０１、乙５

０２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河之内乙４９９の１・乙４９９の３・乙５０２（以上３

筆について次の図に示す部分に限る。）、乙４９９の

２、乙５０１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

東予市黒谷甲４１９の１、甲４２１の１から甲４２１の４ま

で、甲４２８、甲５２４、乙１の１、乙１の２、乙１の６か

ら乙１の１６まで、乙１の１８、乙１の１９、乙１の２１、乙３

の１、乙１４７の１、乙１４８の１、乙１４８の３、乙１４８の

５から乙１４８の９まで、乙１４８の１１、乙１４８の１２、乙１

４８の１４、乙１４８の１７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

黒谷甲４２８・乙１の１０・乙１の１１・乙３の１・乙

１４８の１４（以上５筆について次の図に示す部分に限

る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

合 計

注１ この別紙は、事業主体が消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６０条第４項の規定に該当する地方公共団体又は人格
のない社団等である場合は、作成する必要がない。
２ 補助金の返還が伴う場合は、内訳を別表で添付すること。
３ 「課税方式」欄は、仕入れに係る消費税等相当額の確定時において、消費税法第９条第１項の規定に該当する事業
者である場合にあつては「免税」と、同法第３７条第１項の規定による届出書を提出した事業者である場合にあつては
「簡易課税」と、その他の事業者である場合にあつては「課税」と記入すること。
４ 「仕入れに係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の
うち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律
第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額を記載すること。
５ 「仕入れに係る消費税等相当額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費
税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税
率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記載すること。
６ 「消費税確定未確定」欄は、消費税法第９条第１項の規定に該当する場合、同法第３７条第１項の規定に基づく届出
書を提出した場合並びに消費税及び地方消費税の確定申告を行つた場合には「確定」と、これらの場合以外の場合に
は「未確定」と記載すること。
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イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

東予市黒谷乙２１７の１から乙２１７の３まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

黒谷乙２１７の１・乙２１７の３（以上２筆について

次の図に示す部分に限る。）、乙２１７の２

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林の所在場所

周桑郡小松町大字妙口字地蔵谷口乙４９の４から乙４９の

８まで、乙４９の８６、乙４９の９４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字地蔵谷口乙４９の４・乙４９の５・乙４９の８６・乙４９

の９４（以上４筆について次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字高松乙３５の１、乙３９の１、乙４０の３

、乙４３の１、乙４３の３、乙４３の５、乙４４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字高松乙３５の１・乙４３の１・乙４３の５（以上３

筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに東予市役所及び関係町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

����
'愛媛県告示第７１４号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡日吉村大字父野川上１１８５の６（次の図に示す部

分に限る。）、１１８５の７、１１８７の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び日吉村役

場に備え置いて縦覧に供する。）

����
'愛媛県告示第７１５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

北条市猿川原字本谷乙２１１の１（次の図に示す部分に限

る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び北条市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

����
'愛媛県告示第７１６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号
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１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限

又は条件

� ア 免許番号 伊特区第３３号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

� 漁場の位置 温泉郡中島町大字津和地地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ、イＢの３直線とＡＢ間の最大高

潮時海岸線から２０メートルの線によって囲まれ

た区域

基点Ａ 温泉郡中島町大字津和地流児島黒鼻

Ｂ 温泉郡中島町大字津和地流児島護岸

の東端から東へ５メートルの地点に設

置された標識

点ア Ａから温泉郡中島町大字津和地行先

松鼻見通し５０メートルの点

イ Ｂから１９０度７０メートルの点

ウ 地元地区 温泉郡中島町大字津和地

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇特区第３８０号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

� 漁場の位置 宇和島市�渕地先
� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域。ただし、オカ、カキ、キク及び

クオの４直線によって囲まれた区域を除く。

基点Ａ 宇和島市�渕細木運河から海岸線沿
い東へ１３０メートルの標識

Ｂ 宇和島市�渕崩の浦鼻
Ｃ 基点Ａから海岸線沿い東へ８０メート

ルの標識

Ｄ 基点Ａから海岸線沿い東へ１６０メー

トルの標識

点ア Ｂから１６７度２００メートルの点

イ Ｂから１６７度３００メートルの点

ウ Ａから１７０度２３０メートルの点

エ Ａから１７０度１３０メートルの点

カ Ｃから１７０度１７０メートルの点

キ Ｄから１７０度２００メートルの点

ク Ｄから１７０度３００メートルの点

エ Ｃから１７０度２７０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市�渕

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇特区第３８１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク

、クケ、ケコ、コサ、サシ、シス、スセ、セソ

、ソタ、タチ及びチアの１７直線によって囲まれ

た区域。

基点Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産試

験場前の護岸東端角に設置された金属

鋲

点ア Ａから１０６度３１分０３秒４０３メートル

の点

イ Ａから３３０度０５分１４秒４６９メートル

の点

ウ Ａから３４７度３６分５３秒６０８メートル

の点

エ Ａから３３４度５０分３２秒８８３メートル

の点

オ Ａから３４３度０５分５９秒１，０２２メート

ルの点

カ Ａから３４６度１７分３２秒９１５メートル

の点

キ Ａから４度１３分０２秒１，１６３メートル

の点

ク Ａから０度１２分４５秒１，２４９メートル

の点

ケ Ａから６度２６分５２秒１，４０２メートル

の点

コ Ａから１０度１９分５６秒１，３２６メートル

の点

サ Ａから１３度３０分５１秒１，４３１メートル

の点

シ Ａから４５度０４分４４秒１，１８１メートル

の点

ス Ａから６１度００分１８秒９５９メートルの

点

セ Ａから７２度１９分０８秒７６８メートルの

点

ソ Ａから５６度４７分００秒６６２メートルの

点

タ Ａから６９度２７分２６秒４２６メートルの

点

チ Ａから８３度１４分１６秒５０９メートルの

点

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種区画
漁業

あわび小割
式養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種区画
漁業

魚類小割式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種区画
漁業

真珠貝
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで
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ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇区第４７７号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 宇和島市下波とびの子鼻に設置され

た金属鋲

点ア Ａから１４１度１５分２６秒１０７メートル

の点

イ Ａから５３度２７分４４秒７２メートルの点

ウ Ａから５４度４１分２４秒１６１メートルの

点

エ Ａから１１７度２９分０２秒１６５メートル

の点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁場に設置する筏の台数については、別に定め

る知事の指示に従わなければならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇区第４７８号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 宇和島市下波島津隧道西側坑口より

南へ６０メートルに設置された金属鋲

点ア Ａから２６０度０９分２５秒２０５メートル

の点

イ Ａから２７６度４６分４１秒３０１メートル

の点

ウ Ａから３１７度２２分５２秒２６８メートル

の点

エ Ａから３３８度２８分５３秒９８メートルの

点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁場に設置する筏の台数については、別に定め

る知事の指示に従わなければならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 宇区第４７９号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 宇和島市下波仏碆岩場に設置された

金属鋲

点ア Ａから２８２度４０分４８秒２８５メートル

の点

イ Ａから３１０度３１分０１秒４７５メートル

の点

ウ Ａから３２９度３９分０７秒４１２メートル

の点

エ Ａから３１２度０５分２０秒１７０メートル

の点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁場に設置する筏の台数については、別に定め

る知事の指示に従わなければならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

２ 免許予定日

平成１４年８月１日

３ 申請期間

平成１４年３月２９日から平成１４年６月３０日まで

４ 存続期間

平成１４年８月１日から平成１６年３月３１日まで

����
'愛媛県告示第７１７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

越智郡生名村１２７６番から同村１４２５番までの地先公有

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種区画
漁業

真珠養殖業 １月１日から
１２月３１日まで

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種区画
漁業

真珠養殖業 １月１日から
１２月３１日まで

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種区画
漁業

真珠養殖業 １月１日から
１２月３１日まで
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水面及び同村１４２２番２から同村１４６９番２までの地先公

有水面

イ 区域

次の１の地点から３２の地点までを順次直線で結んだ

線、３２の地点と１の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位

（Ｔ．Ｐ＋１．８５メートル）の陸と公有水面との接する

線、３３の地点から７６の地点までを順次直線で結んだ線

並びに７６の地点と３３の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮

位（Ｔ．Ｐ＋１．８５メートル）の陸と公有水面との接す

る線によりそれぞれ囲まれた区域

基点（四等三角点「巌島」）は、北緯３４度１５分５６．０

５９秒、東経１３３度１１分２５．７６７秒の地点

１の地点は、基点から真北３１１度２１分４６秒５６７．２９メ

ートルの地点

２の地点は、１の地点から真北３５０度２２分３６秒９．２５

メートルの地点

３の地点は、２の地点から真北３５０度２０分３９秒１．４６

メートルの地点

４の地点は、３の地点から真北３５０度２２分３５秒７．８９

メートルの地点

５の地点は、４の地点から真北８０度２２分２９秒５．０９メ

ートルの地点

６の地点は、５の地点から真北３５０度２２分２８秒４．３３

メートルの地点

７の地点は、６の地点から真北３５６度２５分０９秒３．１４

メートルの地点

８の地点は、７の地点から真北２６０度２２分０３秒５．４２

メートルの地点

９の地点は、８の地点から真北３５０度２２分２１秒３３．

５７メートルの地点

１０の地点は、９の地点から真北３５１度１３分４２秒７．７１

メートルの地点

１１の地点は、１０の地点から真北３５２度５６分５２秒７．７１

メートルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北３５４度３９分１２秒７．７１

メートルの地点

１３の地点は、１２の地点から真北３５６度２２分３３秒７．７０

メートルの地点

１４の地点は、１３の地点から真北３５９度０３分２０秒７．７１

メートルの地点

１５の地点は、１４の地点から真北０度４１分２４秒４．６５メ

ートルの地点

１６の地点は、１５の地点から真北０度４１分０３秒１．３４メ

ートルの地点

１７の地点は、１６の地点から真北０度４２分１１秒１．７１メ

ートルの地点

１８の地点は、１７の地点から真北２度２９分１４秒７．７０メ

ートルの地点

１９の地点は、１８の地点から真北４度０７分２０秒７．６９メ

ートルの地点

２０の地点は、１９の地点から真北４度０６分３１秒２．５０メ

ートルの地点

２１の地点は、２０の地点から真北０度３１分３９秒５．００メ

ートルの地点

２２の地点は、２１の地点から真北３５６度５７分２０秒１．６２

メートルの地点

２３の地点は、２２の地点から真北３５６度５７分４５秒１．３４

メートルの地点

２４の地点は、２３の地点から真北３５６度５７分４９秒２．０４

メートルの地点

２５の地点は、２４の地点から真北３５３度２４分１５秒５．００

メートルの地点

２６の地点は、２５の地点から真北３４９度４９分５７秒５．００

メートルの地点

２７の地点は、２６の地点から真北３４６度１５分１０秒２．５０

メートルの地点

２８の地点は、２７の地点から真北７２度０６分０５秒３．３８メ

ートルの地点

２９の地点は、２８の地点から真北３４１度１０分５９秒４．６０

メートルの地点

３０の地点は、２９の地点から真北３４１度４７分５７秒３．３３

メートルの地点

３１の地点は、３０の地点から真北２５２度０６分０９秒３．１０

メートルの地点

３２の地点は、３１の地点から真北３３７度１１分５３秒２．８８

メートルの地点

３３の地点は、基点から真北３２０度１９分０９秒７０１．８０メ

ートルの地点

３４の地点は、３３の地点から真北３２２度０１分４６秒１．２１

メートルの地点

３５の地点は、３４の地点から真北３２９度４９分３５秒２．２９

メートルの地点

３６の地点は、３５の地点から真北３２６度３７分５８秒４．５８

メートルの地点

３７の地点は、３６の地点から真北３２３度２２分１４秒４．５８

メートルの地点

３８の地点は、３７の地点から真北３２０度０９分４４秒２．２９

メートルの地点

３９の地点は、３８の地点から真北３１９度４８分２１秒４８．

０４メートルの地点

４０の地点は、３９の地点から真北３２１度４７分５５秒５．９１

メートルの地点

４１の地点は、４０の地点から真北３２５度１１分４０秒５．９１

メートルの地点

４２の地点は、４１の地点から真北３２８度３４分５２秒５．９１

メートルの地点

４３の地点は、４２の地点から真北３３１度５８分４４秒５．９１

メートルの地点

４４の地点は、４３の地点から真北３３５度２１分４９秒５．９１

メートルの地点

４５の地点は、４４の地点から真北３３８度４５分０４秒５．９１

メートルの地点

４６の地点は、４５の地点から真北３４２度０８分５０秒５．９１

メートルの地点

４７の地点は、４６の地点から真北３４５度３２分４４秒５．９１

メートルの地点
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４８の地点は、４７の地点から真北３４８度５５分１９秒５．９１

メートルの地点

４９の地点は、４８の地点から真北３５０度１２分２９秒３４．

２２メートルの地点

５０の地点は、４９の地点から真北３５０度３７分３２秒１２．

４２メートルの地点

５１の地点は、５０の地点から真北８０度３８分１３秒２．０９メ

ートルの地点

５２の地点は、５１の地点から真北３５０度３６分５２秒２．３３

メートルの地点

５３の地点は、５２の地点から真北２度１２分４６秒１．７４メ

ートルの地点

５４の地点は、５３の地点から真北２６０度３７分４９秒２．４４

メートルの地点

５５の地点は、５４の地点から真北３５０度３７分３５秒４３．

５５メートルの地点

５６の地点は、５５の地点から真北３５０度５６分５１秒４４．

４４メートルの地点

５７の地点は、５６の地点から真北３５０度４２分２５秒３．００

メートルの地点

５８の地点は、５７の地点から真北３４７度１１分２３秒６．０１

メートルの地点

５９の地点は、５８の地点から真北３４３度４４分５８秒６．０１

メートルの地点

６０の地点は、５９の地点から真北３４０度１８分５８秒６．０１

メートルの地点

６１の地点は、６０の地点から真北３３６度５２分３１秒６．０１

メートルの地点

６２の地点は、６１の地点から真北３３３度２５分５０秒６．０１

メートルの地点

６３の地点は、６２の地点から真北３３０度００分１１秒６．０１

メートルの地点

６４の地点は、６３の地点から真北３２６度３３分５０秒６．０１

メートルの地点

６５の地点は、６４の地点から真北３２３度０７分１４秒６．０１

メートルの地点

６６の地点は、６５の地点から真北３１９度４１分１１秒６．０１

メートルの地点

６７の地点は、６６の地点から真北３１６度１４分５２秒６．０１

メートルの地点

６８の地点は、６７の地点から真北３１２度４８分５２秒６．０１

メートルの地点

６９の地点は、６８の地点から真北３０９度１６分５３秒３．０１

メートルの地点

７０の地点は、６９の地点から真北３７度０９分３５秒２．５７メ

ートルの地点

７１の地点は、７０の地点から真北３０１度１６分２２秒３．１２

メートルの地点

７２の地点は、７１の地点から真北３０６度５６分２０秒２．３３

メートルの地点

７３の地点は、７２の地点から真北２１７度１０分１０秒２．１８

メートルの地点

７４の地点は、７３の地点から真北３０６度０８分５７秒２．１５

メートルの地点

７５の地点は、７４の地点から真北３０３度４８分０４秒４．２９

メートルの地点

７６の地点は、７５の地点から真北３０１度２６分４１秒２．１５

メートルの地点

ウ 面積

３，３４７．１１平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

越智郡生名村１２７６番から同村１４２５番までの地先公有

水面及び陸域並びに同村１４２２番２から同村１４７１番まで

の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のアの地点からホの地点までを順次直線で結んだ

線、ホの地点とアの地点を直線で結んだ線、マの地点

からゆの地点までを順次直線で結んだ線及びゆの地点

とマの地点を直線で結んだ線によりそれぞれ囲まれた

区域

基点（四等三角点「巌島」）は、北緯３４度１５分５６．０

５９秒、東経１３３度１１分２５．７６７秒の地点

アの地点は、基点から真北３０９度５５分５３秒５６８．９１メ

ートルの地点

イの地点は、アの地点から真北８０度２２分２０秒３６．１２

メートルの地点

ウの地点は、イの地点から真北３５１度２２分３４秒９５．

３１メートルの地点

エの地点は、ウの地点から真北３５９度４３分２８秒５５．

５４メートルの地点

オの地点は、エの地点から真北２９４度１３分５７秒２６．

３４メートルの地点

カの地点は、オの地点から真北２４０度５０分５８秒３．６６

メートルの地点

キの地点は、カの地点から真北２７３度２４分３１秒１．２８

メートルの地点

クの地点は、キの地点から真北２４８度１５分４１秒１３．

５３メートルの地点

ケの地点は、クの地点から真北１５８度０８分２２秒３．２３

メートルの地点

コの地点は、ケの地点から真北１６６度０２分２２秒３．６７

メートルの地点

サの地点は、コの地点から真北１７３度０１分３９秒３．３５

メートルの地点

シの地点は、サの地点から真北１８０度４０分２９秒３．４８

メートルの地点

スの地点は、シの地点から真北１８３度５０分５８秒４．３２

メートルの地点

セの地点は、スの地点から真北１８７度２０分００秒３．２７

メートルの地点

ソの地点は、セの地点から真北１５５度２７分２５秒０．４３

メートルの地点

タの地点は、ソの地点から真北１７１度５３分４９秒３．９０

メートルの地点

チの地点は、タの地点から真北１７３度１４分３７秒１１．
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５７メートルの地点

ツの地点は、チの地点から真北１８３度３９分５６秒７．７３

メートルの地点

テの地点は、ツの地点から真北１８８度４７分３９秒３．００

メートルの地点

トの地点は、テの地点から真北１６４度４６分５９秒０．７９

メートルの地点

ナの地点は、トの地点から真北１８９度２２分１３秒１．７４

メートルの地点

ニの地点は、ナの地点から真北１８３度５５分４１秒３０．

８５メートルの地点

ヌの地点は、ニの地点から真北１７４度１１分４２秒６．７６

メートルの地点

ネの地点は、ヌの地点から真北１７０度０５分５６秒３．０５

メートルの地点

ノの地点は、ネの地点から真北１６８度３３分３５秒１７．

８３メートルの地点

ハの地点は、ノの地点から真北１６７度２０分２３秒６．１０

メートルの地点

ヒの地点は、ハの地点から真北１６７度２０分４１秒２２．

２８メートルの地点

フの地点は、ヒの地点から真北１６２度３２分０７秒７．１９

メートルの地点

ヘの地点は、フの地点から真北１４２度０７分１３秒２．１４

メートルの地点

ホの地点は、ヘの地点から真北１５７度５４分０７秒５．９２

メートルの地点

マの地点は、基点から真北３１９度０１分１９秒７００．３５メ

ートルの地点

ミの地点は、マの地点から真北５８度００分４５秒３８．８１

メートルの地点

ムの地点は、ミの地点から真北３２２度５７分３１秒７９．

９８メートルの地点

メの地点は、ムの地点から真北３４２度５４分４５秒４３．

６７メートルの地点

モの地点は、メの地点から真北３５０度３７分３２秒１２４．

４４メートルの地点

ヤの地点は、モの地点から真北３３９度５４分０８秒４６．

５２メートルの地点

ユの地点は、ヤの地点から真北３１９度２０分４０秒４７．

９３メートルの地点

ヨの地点は、ユの地点から真北３００度０２分１０秒３２．

７１メートルの地点

ラの地点は、ヨの地点から真北２４４度２１分３８秒４．２４

メートルの地点

リの地点は、ラの地点から真北１７１度２１分４７秒１５．

４４メートルの地点

ルの地点は、リの地点から真北１７２度３９分５５秒１０．

９７メートルの地点

レの地点は、ルの地点から真北１９７度２３分３０秒１３．

１８メートルの地点

ロの地点は、レの地点から真北１５６度５７分２２秒４．７７

メートルの地点

ワの地点は、ロの地点から真北１６３度０７分３０秒２．４０

メートルの地点

ヲの地点は、ワの地点から真北１６７度２３分００秒４．４５

メートルの地点

ンの地点は、ヲの地点から真北１７１度３６分３９秒３．４４

メートルの地点

あの地点は、ンの地点から真北１６９度１９分１２秒２．１０

メートルの地点

いの地点は、あの地点から真北１６３度４２分４１秒７．５７

メートルの地点

うの地点は、いの地点から真北１５４度３５分０４秒９．７７

メートルの地点

えの地点は、うの地点から真北１２８度４０分２５秒１１．

６７メートルの地点

おの地点は、えの地点から真北１１８度５１分３０秒７．１２

メートルの地点

かの地点は、おの地点から真北１１７度４１分１０秒７．２７

メートルの地点

きの地点は、かの地点から真北１２９度０２分４０秒４．７２

メートルの地点

くの地点は、きの地点から真北１４１度２５分０３秒４．７５

メートルの地点

けの地点は、くの地点から真北１５５度５４分０６秒３．９８

メートルの地点

この地点は、けの地点から真北１６９度５８分４８秒４．３９

メートルの地点

さの地点は、この地点から真北１７６度５９分５０秒１１．

３２メートルの地点

しの地点は、さの地点から真北１７０度５２分４１秒１２．

２９メートルの地点

すの地点は、しの地点から真北１７１度３３分５５秒２２．

９３メートルの地点

せの地点は、すの地点から真北１６９度４５分２６秒４４．

３１メートルの地点

その地点は、せの地点から真北１７０度０３分５３秒５．５２

メートルの地点

たの地点は、その地点から真北１６９度０８分２３秒１２．

４０メートルの地点

ちの地点は、たの地点から真北１６９度０９分４４秒１７．

３３メートルの地点

つの地点は、ちの地点から真北１６９度１２分０１秒６．９０

メートルの地点

ての地点は、つの地点から真北１６８度０９分２５秒８．５２

メートルの地点

との地点は、ての地点から真北１７０度５８分３３秒１２．

１７メートルの地点

なの地点は、との地点から真北１６９度４０分５９秒６．３６

メートルの地点

にの地点は、なの地点から真北１６３度０７分２３秒２．７８

メートルの地点

ぬの地点は、にの地点から真北１６０度２１分２７秒３．７４

メートルの地点

ねの地点は、ぬの地点から真北１５７度０５分０５秒２．７９
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メートルの地点

のの地点は、ねの地点から真北１５１度３０分３４秒２．６０

メートルの地点

はの地点は、のの地点から真北１４５度３５分０９秒５．３５

メートルの地点

ひの地点は、はの地点から真北１４３度３１分５５秒２８．

６１メートルの地点

ふの地点は、ひの地点から真北１４２度４２分５０秒６．３３

メートルの地点

への地点は、ふの地点から真北１４５度１７分５２秒１８．

３１メートルの地点

ほの地点は、への地点から真北１４４度１１分５８秒５．２２

メートルの地点

まの地点は、ほの地点から真北１４２度４７分０２秒６．１６

メートルの地点

みの地点は、まの地点から真北１３７度１７分２３秒３．２０

メートルの地点

むの地点は、みの地点から真北１４１度４１分２４秒５．９６

メートルの地点

めの地点は、むの地点から真北１４２度０２分３５秒５．２１

メートルの地点

もの地点は、めの地点から真北１４５度００分４８秒１．７９

メートルの地点

やの地点は、もの地点から真北１４４度４９分０９秒１．７２

メートルの地点

ゆの地点は、やの地点から真北１３５度５９分２７秒２．６２

メートルの地点

ウ 面積

２０，９８２．６４平方メートル

３ 埋立地の用途

護岸用地 約 ４９０平方メートル

道路用地 約２，８４０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１４年３月２０日

����
'愛媛県告示第７１８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加 戸 守 行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

温泉郡中島町大字上怒和乙５９０番４地先から同甲７

７１番地先までの公有水面

イ 区域

次の１点から４４点までを順次直線で結んだ線並びに

４４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ＋１．

６０メートル）における公有水面と陸地との境界線によ

り囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字上怒和甲６７７番６地先の県

道に設置された金属鋲）は、北緯３３度５８分３２秒、東経

１３２度３３分２４秒の地点

１点は、基点から真北１０４度３７分００秒７４．３３メート

ルの地点

２点は、１点から真北２５０度４４分０８秒４．８３メートル

の地点

３点は、２点から真北２９５度３３分２８秒１３．８８メート

ルの地点

４点は、３点から真北２９２度５９分０８秒１６．８３メート

ルの地点

５点は、４点から真北２８４度４５分１１秒８．６１メートル

の地点

６点は、５点から真北２７４度５９分５１秒３．５１メートル

の地点

７点は、６点から真北２６９度０２分５２秒３．５５メートル

の地点

８点は、７点から真北２６３度２３分２７秒３．５１メートル

の地点

９点は、８点から真北２５７度３８分３７秒１６．５０メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２５４度１４分５７秒１４．０１メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北２４６度０７分４５秒７．１１メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１５４度０３分５７秒１．５４メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２４４度０３分５７秒６．００メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３３４度０３分５７秒１．５０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２４１度２７分０２秒６．２７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２３７度５４分１３秒４．８５メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２３６度０６分４９秒４．８６メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２３４度１９分２３秒４．８６メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２３２度３１分５８秒４．８６メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２３０度４５分０６秒４．８１メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２２８度５８分４５秒４．８１メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２２７度１２分２４秒４．８１メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２２５度２６分０３秒４．８１メートル

の地点
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２４点は、２３点から真北２２４度３２分５５秒３４．４８メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北２２３度２８分５９秒７．２７メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２２１度２１分０８秒７．２７メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２１９度１３分１７秒７．２７メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２１７度０５分２６秒７．２７メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２１４度５７分３５秒７．２７メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２１２度４９分４４秒７．２７メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２１０度４１分５３秒７．２７メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２０８度３４分０２秒７．２７メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２０７度３０分０７秒１６．７２メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北１１７度３０分０９秒１．５０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北２０７度３０分０９秒６．００メートル

の地点

３６点は、３５点から真北２９７度３０分０９秒１．５０メートル

の地点

３７点は、３６点から真北２０７度３０分０７秒４３．５０メート

ルの地点

３８点は、３７点から真北２０７度３０分０７秒３０．５０メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北１１７度３０分０７秒１．５０メートル

の地点

４０点は、３９点から真北２０７度３０分０７秒６．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北２９７度３０分０８秒１．５０メートル

の地点

４２点は、４１点から真北２０７度３０分０８秒２２．３６メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２０９度１１分２２秒４．９２メートル

の地点

４４点は、４３点から真北２９７度０８分０３秒０．１５メートル

の地点

ウ 面積

１，０５４．８４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

温泉郡中島町大字上怒和乙５９０番４から同甲７７１番

までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から５９点までを順次直線で結んだ線及び５９

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字上怒和甲６７７番６地先の県

道に設置された金属鋲）は、北緯３３度５８分３２秒、東経

１３２度３３分２４秒の地点

１点は、基点から真北１０１度２１分５６秒８６．５９メート

ルの地点

２点は、１点から真北１９８度２６分３１秒２５．９４メート

ルの地点

３点は、２点から真北２７６度２３分０２秒４９．５１メート

ルの地点

４点は、３点から真北２５２度２３分５１秒３９．７１メート

ルの地点

５点は、４点から真北２３１度５１分１９秒３０．８５メート

ルの地点

６点は、５点から真北２２３度１０分５０秒５５．２９メート

ルの地点

７点は、６点から真北２１０度３０分５８秒４０．７１メート

ルの地点

８点は、７点から真北２０７度３３分５８秒８９．３５メート

ルの地点

９点は、８点から真北２２６度３１分３７秒３９．２０メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２７６度２８分２１秒１８．０３メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北２９０度４６分０５秒９．６７メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２３度０５分４６秒８．９９メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２６度３１分２９秒１１．０５メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２７度１０分５７秒９．２９メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２７度４０分２５秒８．５４メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２７度５６分４９秒４．０３メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２８度１１分００秒１４．６３メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２４度０１分３３秒３．６９メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２７度４３分４１秒８．１１メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２８度３４分２２秒１３．５０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２７度３１分２０秒１７．５２メートル

の地点

２２点は、２１点から真北１７度２１分１５秒０．９８メートルの

地点

２３点は、２２点から真北２６度５２分５８秒３．９４メートルの

地点

２４点は、２３点から真北３０度２０分５２秒２．７７メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２２度３５分４２秒１３．２９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２１度５６分５２秒６．０８メートルの

地点
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２７点は、２６点から真北２２度４９分０６秒１３．３０メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２６度２４分５３秒９．１８メートルの

地点

２９点は、２８点から真北２８度０９分２０秒７．２６メートルの

地点

３０点は、２９点から真北３１度４１分５６秒４．１３メートルの

地点

３１点は、３０点から真北３３度２６分４０秒８．０１メートルの

地点

３２点は、３１点から真北３７度５６分１８秒２．９９メートルの

地点

３３点は、３２点から真北４０度２０分３１秒１１．５２メートル

の地点

３４点は、３３点から真北４５度０４分４８秒２７．０３メートル

の地点

３５点は、３４点から真北４４度３３分３９秒１２．４１メートル

の地点

３６点は、３５点から真北４４度３６分１７秒２７．９４メートル

の地点

３７点は、３６点から真北４６度３１分３６秒１２．７３メートル

の地点

３８点は、３７点から真北５３度３８分１５秒５．２６メートルの

地点

３９点は、３８点から真北５４度５５分３３秒４．８４メートルの

地点

４０点は、３９点から真北５６度０７分１３秒１０．７３メートル

の地点

４１点は、４０点から真北６０度０１分１９秒６．８３メートルの

地点

４２点は、４１点から真北５７度５５分３６秒３．９７メートルの

地点

４３点は、４２点から真北６４度１０分４５秒４．９４メートルの

地点

４４点は、４３点から真北６５度４６分４９秒６．２５メートルの

地点

４５点は、４４点から真北７０度０３分００秒８．２９メートルの

地点

４６点は、４５点から真北７０度１７分５９秒１１．６１メートル

の地点

４７点は、４６点から真北７０度５４分２２秒１９．２７メートル

の地点

４８点は、４７点から真北８５度２８分５５秒３．０２メートルの

地点

４９点は、４８点から真北８６度０２分５６秒２．３４メートルの

地点

５０点は、４９点から真北３度２５分０５秒２．６２メートルの

地点

５１点は、５０点から真北９８度２５分４９秒６．９０メートルの

地点

５２点は、５１点から真北１０２度１３分３７秒７．５９メートル

の地点

５３点は、５２点から真北１０７度０７分５７秒５．１４メートル

の地点

５４点は、５３点から真北１１５度５８分３６秒４．１９メートル

の地点

５５点は、５４点から真北１２３度２２分４９秒９．１３メートル

の地点

５６点は、５５点から真北２０４度３０分１６秒２．３４メートル

の地点

５７点は、５６点から真北１１６度５１分４２秒１６．１７メート

ルの地点

５８点は、５７点から真北２４度５５分３５秒２．５４メートルの

地点

５９点は、５８点から真北１０９度５９分２０秒８．４７メートル

の地点

ウ 面積

１５，２５７．０５平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約１，０４０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１４年３月２０日

����
'愛媛県告示第７１９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年３月２９日

三崎港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西宇和郡三崎町三崎１８４８番地先から同４３４５番地先に

至る公有水面

イ 区域

次の１点から６２点までを順次直線で結んだ線並びに

６２点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

＋２．３０メートル）における陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

基点（西宇和郡三崎町三崎１８４８番地先の赤坂第二防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度２３分１４秒、東

経１３２度０７分０２秒の地点

１点は、基点から真北３４６度２１分００秒８２．８５メート

ルの地点

２点は、１点から真北１６６度５３分２３秒３．９７メートル

の地点

３点は、２点から真北２５１度３７分０５秒１．３７メートル

の地点

４点は、３点から真北２５４度２７分３８秒３．５９メートル
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の地点

５点は、４点から真北２５６度３１分４４秒３．５４メートル

の地点

６点は、５点から真北２５８度４０分１５秒５．２８メートル

の地点

７点は、６点から真北２６０度３９分２０秒４．５６メートル

の地点

８点は、７点から真北２６１度４０分００秒２．５５メートル

の地点

９点は、８点から真北２６１度５９分４２秒４．８５メートル

の地点

１０点は、９点から真北２６１度１３分４７秒７．７７メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１７１度１３分１９秒１．５２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２６１度１４分０３秒４．８６メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２６０度５７分２０秒２．７７メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３５０度４３分１１秒１．５１メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２６０度０１分２８秒７．６７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２５８度４９分２０秒５．３６メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２５７度５０分５７秒５．３６メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２５６度５２分２３秒５．３５メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２５６度０３分３０秒３．５３メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２５５度１７分１９秒４．９０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２５４度２３分４３秒４．９０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２５３度３０分４６秒２．１２メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２５３度２９分２６秒１．９７メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２５３度３０分３９秒０．８１メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２５２度２４分２８秒７．０７メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２５１度１３分４２秒５．８１メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２５０度１０分０４秒５．８１メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２４９度０５分３７秒５．８０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２４７度５６分４５秒６．８６メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２４６度４２分０６秒６．８６メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２４６度０１分３２秒０．９８メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２４５度２０分２６秒５．９２メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２４４度１０分５７秒６．８９メートル

の地点

３４点は、３３点から真北２４２度５５分２１秒６．９０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北２４２度１７分０９秒４．０４メートル

の地点

３６点は、３５点から真北１５２度１７分２５秒３．００メートル

の地点

３７点は、３６点から真北２５２度４７分５１秒１．６５メートル

の地点

３８点は、３７点から真北１５２度１７分３４秒６．００メートル

の地点

３９点は、３８点から真北２４２度１７分１８秒９．２３メートル

の地点

４０点は、３９点から真北２３８度１７分２９秒４．０１メートル

の地点

４１点は、４０点から真北２３９度３６分１３秒１６．０２メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北２４１度０３分１６秒２０．０１メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２４１度０５分０６秒１０．００メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北２３６度５６分０１秒１６．１８メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北２３６度４３分０４秒１５．１２メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北２３７度０７分３３秒５．４７メートル

の地点

４７点は、４６点から真北２４０度２８分５０秒５．７７メートル

の地点

４８点は、４７点から真北２４３度０３分２９秒３．２０メートル

の地点

４９点は、４８点から真北２４６度２９分０１秒５．７３メートル

の地点

５０点は、４９点から真北２４９度２２分１６秒５．５３メートル

の地点

５１点は、５０点から真北２５５度５４分５２秒５．０７メートル

の地点

５２点は、５１点から真北２５７度３４分５６秒４．８２メートル

の地点

５３点は、５２点から真北２５８度２４分２０秒４．５８メートル

の地点

５４点は、５３点から真北２５８度４９分１２秒４．３２メートル

の地点

５５点は、５４点から真北２５７度２４分１３秒３．９６メートル

の地点

５６点は、５５点から真北２５５度４１分０９秒３．５０メートル

の地点

５７点は、５６点から真北２４６度４８分５７秒３．１０メートル
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の地点

５８点は、５７点から真北２３９度４６分４３秒３．４０メートル

の地点

５９点は、５８点から真北２３６度３８分５５秒２．５８メートル

の地点

６０点は、５９点から真北２３７度４７分１３秒３．０１メートル

の地点

６１点は、６０点から真北２３７度４６分４８秒３．２１メートル

の地点

６２点は、６１点から真北２７８度０５分５１秒１６．３９メート

ルの地点

ウ 面積

２，３３５．６９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西宇和郡三崎町三崎１８４８番から同４３４５番に至る間の

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のあ点からサ点までを順次直線で結んだ線及びサ

点とあ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡三崎町三崎１８４８番地先の赤坂第二防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度２３分１４秒、東

経１３２度０７分０２秒の地点

あ点は、基点から真北３４８度０３分５１秒９３．５８メート

ルの地点

い点は、あ点から真北１６８度２６分０２秒８７．０１メート

ルの地点

う点は、い点から真北２４９度２８分２３秒２９６．０５メート

ルの地点

え点は、う点から真北３１７度３３分０４秒７８．９０メート

ルの地点

お点は、え点から真北４６度２６分２０秒５．９７メートルの

地点

か点は、お点から真北３８度５７分０５秒４．２９メートルの

地点

き点は、か点から真北４３度２１分１３秒７．１４メートルの

地点

く点は、き点から真北４６度２９分１１秒３．５４メートルの

地点

け点は、く点から真北５３度３６分３０秒４．７２メートルの

地点

こ点は、け点から真北５２度２２分０５秒３．５３メートルの

地点

さ点は、こ点から真北５０度３６分５６秒２．７５メートルの

地点

し点は、さ点から真北３２５度５６分１０秒１２．０３メート

ルの地点

す点は、し点から真北６５度３９分３５秒１．６９メートルの

地点

せ点は、す点から真北６１度１１分２１秒４．３４メートルの

地点

そ点は、せ点から真北５５度３４分４２秒６．９１メートルの

地点

た点は、そ点から真北７０度３０分２５秒６．５９メートルの

地点

ち点は、た点から真北７９度２８分５８秒５．９８メートルの

地点

つ点は、ち点から真北８３度０３分１２秒５．７８メートルの

地点

て点は、つ点から真北８３度３１分２０秒６．９０メートルの

地点

と点は、て点から真北１６３度１６分５５秒３．１９メートル

の地点

な点は、と点から真北１３４度５２分４７秒１．３５メートル

の地点

に点は、な点から真北６５度１２分２７秒０．４６メートルの

地点

ぬ点は、に点から真北１７４度１５分１５秒１．４６メートル

の地点

ね点は、ぬ点から真北８４度１８分２４秒１０．１７メートル

の地点

の点は、ね点から真北８６度２８分１３秒８．４３メートルの

地点

は点は、の点から真北６９度００分２９秒４．４３メートルの

地点

ひ点は、は点から真北６９度１０分４５秒１．３７メートルの

地点

ふ点は、ひ点から真北６９度３２分５４秒１．７３メートルの

地点

へ点は、ふ点から真北６７度３０分０８秒５．３０メートルの

地点

ほ点は、へ点から真北６２度０６分４６秒５．６６メートルの

地点

ま点は、ほ点から真北３３３度２３分４８秒０．６７メートル

の地点

み点は、ま点から真北６３度２４分２３秒１０．７３メートル

の地点

む点は、み点から真北６０度４１分１６秒１６．１１メートル

の地点

め点は、む点から真北５９度２５分４４秒１０．０１メートル

の地点

も点は、め点から真北５９度２４分４７秒０．８６メートルの

地点

や点は、も点から真北１５４度０７分１２秒１．８３メートル

の地点

ゆ点は、や点から真北１５５度４４分５８秒２．４０メートル

の地点

よ点は、ゆ点から真北６１度２４分２５秒１５．７３メートル

の地点

ら点は、よ点から真北６２度１４分３１秒３１．０６メートル

の地点

り点は、ら点から真北６５度２２分５２秒２０．７４メートル

の地点

る点は、り点から真北６６度０８分４１秒３２．６４メートル

の地点

れ点は、る点から真北６１度５０分１０秒８．８５メートルの
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地点

ろ点は、れ点から真北６６度２７分３０秒５．４６メートルの

地点

わ点は、ろ点から真北７４度０７分０１秒２．３９メートルの

地点

を点は、わ点から真北７４度１８分３４秒１１．４３メートル

の地点

ん点は、を点から真北７６度１８分３６秒４．０１メートルの

地点

ア点は、ん点から真北７６度１５分１１秒７．１５メートルの

地点

イ点は、ア点から真北７９度０５分４３秒２．８０メートルの

地点

ウ点は、イ点から真北８７度４９分４０秒２．９０メートルの

地点

エ点は、ウ点から真北８１度２８分０９秒４．４５メートルの

地点

オ点は、エ点から真北７８度３４分０８秒１０．１０メートル

の地点

カ点は、オ点から真北７５度３７分３０秒１９．１９メートル

の地点

キ点は、カ点から真北７５度４７分４１秒１．９７メートルの

地点

ク点は、キ点から真北８２度０４分１４秒２．８３メートルの

地点

ケ点は、ク点から真北８２度００分３８秒５．７６メートルの

地点

コ点は、ケ点から真北８０度４４分１６秒６．５９メートルの

地点

サ点は、コ点から真北８０度０４分２６秒１．６２メートルの

地点

ウ 面積

２９，２９１．６５平方メートル

３ 埋立地の用途

護岸用地 約１，９４０平方メートル

道路用地 約 ３８０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１４年３月２０日

����
'愛媛県告示第７２０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

中島町

温泉郡中島町大字大浦１６２６番地

代表者 町長 武 田 満 幸

温泉郡中島町大字大浦１７７６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

温泉郡中島町大字神浦２６４６番２から同３５１７番１まで

の地先公有水面

イ 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに

１０点と１点とを結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．

Ｌ．＋３．５５メートル）の陸と公有水面との接する線に

より囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字神浦２６４１番地先の県道に設

置された金属鋲）は、北緯３３度５６分４０秒、東経１３２度

３６分２２秒の地点

１点は、基点から真北１３２度２５分１９秒５６．０８メート

ルの地点

２点は、１点から真北２６度００分０６秒１７．７７メートル

の地点

３点は、２点から真北１１６度００分１４秒１９．００メート

ルの地点

４点は、３点から真北２０５度５９分３０秒４．４７メートル

の地点

５点は、４点から真北１３６度００分２６秒７．０４メートル

の地点

６点は、５点から真北２２４度１１分２３秒８．５５メートル

の地点

７点は、６点から真北２２１度４３分００秒２．４１メートル

の地点

８点は、７点から真北２２５度４３分４４秒９．７８メートル

の地点

９点は、８点から真北３２４度２３分１１秒１．４１メートル

の地点

１０点は、９点から真北２５３度３２分４６秒２．０１メートル

の地点

ウ 面積

５０４．２６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

温泉郡中島町大字神浦２６４１番から同２６４９番１までの

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線及び１０

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字神浦２６４１番地先の県道に設

置された金属鋲）は、北緯３３度５６分４０秒、東経１３２度

３６分２２秒の地点

１点は、基点から真北１４１度４８分１１秒３０．０７メート

ルの地点

２点は、１点から真北２６度００分０９秒７６．０６メートル

の地点

３点は、２点から真北１１５度５８分５６秒７６．７８メート

ルの地点

４点は、３点から真北２１８度５３分０３秒９．６５メートル

の地点

５点は、４点から真北２２４度００分３８秒５０．４５メート

ルの地点
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６点は、５点から真北２２５度１３分４６秒３７．９８メート

ルの地点

７点は、６点から真北２３９度０２分２１秒１３．７５メート

ルの地点

８点は、７点から真北３５９度３７分５５秒８．５６メートル

の地点

９点は、８点から真北３４４度３６分０４秒７．８９メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２６度０４分２８秒９．５２メートル

の地点

ウ 面積

５，５８９．４６平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成１４年３月２０日

����
'愛媛県告示第７２１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地の１

代表者 町長 中元清吉

西宇和郡伊方町仁田之浜１２５０番地の１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西宇和郡伊方町二見字田之浦甲１２５２番２から同甲２８

５０番１に至る間の地先公有水面

イ 区域

次の１の地点から６の地点までを順次直線で結んだ

線並びに６の地点と１の地点を結ぶ春分及び秋分の満

潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル）における公有水

面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町二見字田之浦甲１２５２番６地先

の堤に設置された金属鋲）は、北緯３６度２７分３３秒、東

経１３０度５４分４０秒の地点

１の地点は、基点から真北３６度１５分４７秒３０．９０メー

トルの地点

２の地点は、１の地点から真北１３３度４０分０３秒２０．

０４メートルの地点

３の地点は、２の地点から真北２３２度５６分１７秒５．９７

メートルの地点

４の地点は、３の地点から真北１４２度５６分０１秒６５．

５２メートルの地点

５の地点は、４の地点から真北２３２度５６分０３秒１０７．

６７メートルの地点

６の地点は、５の地点から真北３２１度１０分３０秒４３．

９６メートルの地点

ウ 面積

７，０４８．１３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西宇和郡伊方町二見字田之浦甲１２５０番から同甲２８５９

番１に至る間の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡの地点からＨの地点までを順次直線で結んだ

線及びＨの地点とＡの地点を直線で結んだ線により囲

まれた区域

基点（西宇和郡伊方町二見字田之浦甲１２５２番６地先

の堤に設置された金属鋲）は、北緯３６度２７分３３秒、東

経１３０度５４分４０秒の地点

Ａの地点は、基点から真北２７度５８分２８秒３５．４９メー

トルの地点

Ｂの地点は、Ａの地点から真北１３３度３９分５９秒２８．

５０メートルの地点

Ｃの地点は、Ｂの地点から真北５２度５５分５９秒３９．６０

メートルの地点

Ｄの地点は、Ｃの地点から真北１４２度５６分０３秒１４２．

７６メートルの地点

Ｅの地点は、Ｄの地点から真北２３２度５６分０２秒１６２．

５０メートルの地点

Ｆの地点は、Ｅの地点から真北３２２度５６分０２秒７７．

５５メートルの地点

Ｇの地点は、Ｆの地点から真北２３２度５６分０６秒３０．

００メートルの地点

Ｈの地点は、Ｇの地点から真北３２２度５６分０１秒３８．

２９メ－トルの地点

ウ 面積

２５，３０９．２６平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約４，７６０平方メ－トル

漁村再開発用地 約２，２９０平方メ－トル

４ 埋立免許年月日

平成１４年３月２２日

����
'愛媛県告示第７２２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する

同法第１２条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を

次のとおり公示する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
'愛媛県告示第７２３号
愛媛県管理港湾区域（昭和３０年５月愛媛県告示第３６１号）

の一部を次のように改正し、平成１４年４月１日から施行する

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

移動式荷役機
械（トランス
ファークレー
ン）

松山市大可賀三丁目５２
５番４地先

数量 ３基
能力 定格荷重３０．５トン

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号

４１３



。

平成１４年３月２９日

東予港及び松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

表東予港の項港湾区域の欄及び同表松山港の項同欄中「漁

港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

����
'愛媛県告示第７２４号
愛媛県が管理する三島、川之江港の港湾区域を定める件（

昭和４５年９月愛媛県告示第８５５号）の一部を次のように改正

し、平成１４年４月１日から施行する。

平成１４年３月２９日

三島・川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

三島・川之江港港湾区域の項中「漁港法」を「漁港漁場整

備法」に改める。

'愛媛県告示第７２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

'愛媛県告示第７２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
越智郡伯方町大字有津字瀬ノ上甲１９８０番１地先から

同字甲１９７０番２地先まで

旧 １２．５～３２．８ ０．１４４

新 １５．０～４２．０ ０．１４４

〃 〃
越智郡伯方町大字有津字瀬ノ上甲２００４番５地先から

同字甲２００７番１地先まで

旧 ２１．０～３７．８ ０．０８５

新 ２３．８～３９．０ ０．０８５

県 道 伯方島環状線
越智郡伯方町大字伊方字宮ノ前甲１５２０番１地先から

同大字字正着甲６６２番２地先まで

旧 ３．４～８．２
１２．１～２５．０

０．１４７
０．１８２

新 １２．１～２５．０ ０．１８２

〃 〃
越智郡伯方町大字伊方字東浜田甲１７９番１地先から

同大字字先峠甲１６番２地先まで

旧 ３．５～２３．２
１２．０～６４．２

０．６３６
０．６７３

新 １２．０～６４．２ ０．６７３

〃 〃
越智郡伯方町大字北浦字掛ノ下乙８０４番１地先から

同大字字暮坪甲２７２３番地先まで

旧 ３．５～２５．０
１１．０～３３．５

０．４９２
０．５３４

新 １１．０～３３．５ ０．５３４

〃 〃
越智郡伯方町大字北浦字周田甲１９０番２地先から

同大字字竹田乙１５７番１地先まで

旧 １４．４～２６．８ ０．１１２

新 １２．６～２１．３ ０．１１２

〃 〃
越智郡伯方町大字北浦字竹田甲３４０番１地先から

同字甲３４１番４地先まで

旧 ６．８～１２．７ ０．０２５

新 １２．１～１２．７ ０．０２５

〃 玉川菊間線
越智郡菊間町松尾１２３３番地先から

同町松尾１２４８番１地先まで

旧 ５．５～１４．４ ０．１７７

新 １０．１～２７．６ ０．１５９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
越智郡伯方町大字有津字瀬ノ上甲１９８０番１地先から

同字甲１９７０番２地先まで
平成１４年３月２９日

�������

�������
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'愛媛県告示第７２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

'愛媛県告示第７２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

'愛媛県告示第７２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

'愛媛県告示第７３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
越智郡伯方町大字有津字瀬ノ上甲２００４番５地先から

同字甲２００７番１地先まで
〃

県 道 伯方島環状線
越智郡伯方町大字北浦字竹田甲３４０番１地先から

同字甲３４１番４地先まで
〃

〃 玉川菊間線
越智郡菊間町松尾１２３３番地先から

同町松尾１２４８番１地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串中山線 伊予郡中山町大字中山戌５９９番３ 平成１４年３月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬中央４３４２番から

同町大瀬中央４３４７番まで

旧 ７．５～８．５ ０．０３８

新 ９．５～１０．３ ０．０３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬中央４３４２番から

同町大瀬中央４３４７番まで
平成１４年３月２９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

松局伊土検（開）第３９号

平成１４年３月１２日
伊予郡砥部町原町１１８番４

松山市西石井六丁目１番３９号
山 本 剛 司

�������

�������

�������

�������

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号

４１５



����
'愛媛県告示第７３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、松山広域都市計画下水道事業川内町公共下水道（

川内町施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成８年１月９日から平成２０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県温泉郡川内町大字吉久地内

� 使用の部分

愛媛県温泉郡川内町大字吉久地先から大字吉久までの

区域内

����
'愛媛県告示第７３２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、広見都市計画公園事業５・５・１号鬼北総合公園

（宇和島地区広域事務組合施行）の事業計画の変更を次のよ

うに認可した。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成元年７月１４日から平成１６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

北宇和郡広見町大字永野市地内

� 使用の部分

北宇和郡広見町大字永野市地内

����
'愛媛県告示第７３３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡松前町大字筒井字中須賀３８４番及び３８４番地先水

路

２ 申請人の住所氏名

松山市久万ノ台乙２５１番地１３

新日本ハウス株式会社

代表取締役 上甲 修三

３ 図面省略

����
'愛媛県告示第７３４号
次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないの

で、当該宅地建物取引業者は、愛媛県土木部道路都市局建築

住宅課まで申し出られたい。

なお、この告示の日から３０日を経過しても当該宅地建物取

引業者から申出がないときは、宅地建物取引業法（昭和２７年

法律第１７６号）第６７条第１項の規定によりその免許を取り消

す。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

'公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

西局建（開）第２７号

平成１４年３月１５日
西条市禎瑞字八幡弐番１４９５番２、１４９６番２、１５０１番２及び１５０２番２

西条市禎瑞１４８８番地の１
安 藤 時 雄

西局建（開）第２８号

平成１４年３月１８日
西条市朔日市秋吉６２７番１１

西条市新田２８３番地の１
� 橋 和 良

商号又は名称 氏名又は代表者
の氏名 免許番号 免許年月日

愛苑都市開発株
式会社 大 西 ゆかり 愛媛県知事�

第３６１３号 平成１０年１０月２７日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年３月１８日 特定非営利活動法人
愛ネット 井 下 智 子 新居浜市横水町１４番１３号 この法人は、乳幼児から高齢者に至る全て

の生活者に対して、それぞれが持てる力を
出し合い、いきいきと活気溢れる安心して
暮らせるまちづくり、人づくりをする際の
支援として、教育、福祉、環境、経済、芸
術文化、スポーツ等の活動をとおし、生活
環境づくりに関する意識啓蒙や提言、各関
係機関との連携を密にし地域社会が抱える
様々な問題を緩和するための相談事業等を
実施し、心豊かな社会環境づくりに寄与す
ることを目的とする。

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号
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'愛媛県教育委員会規則第５号
愛媛県立図書館管理規則等の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県立図書館管理規則等の一部を改正する規則

（愛媛県立図書館管理規則の一部改正）

第１条 愛媛県立図書館管理規則（昭和５０年愛媛県教育委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。

第１０条第２項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、

「とともに館長が」を「とともに、館長が」に改め、同項

第２号中「又は中学校」を「、中学校又は中等教育学校の

前期課程」に改める。

（愛媛県総合科学博物館管理規則の一部改正）

第２条 愛媛県総合科学博物館管理規則（平成１２年愛媛県教

育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１項第１号中「又は中学校」を「、中学校又は

中等教育学校の前期課程」に改め、「高等学校」の下に「

、中等教育学校の後期課程」を加える。

別表第２ １の表中「中学校」の下に「及び中等教育学

校の前期課程」を加える。

別表第２ ２の表中「（中学校」の下に「及び中等教育

学校の前期課程」を加え、「及び中学校」を「並びに中学

校及び中等教育学校の前期課程」に改める。

（愛媛県歴史文化博物館管理規則の一部改正）

第３条 愛媛県歴史文化博物館管理規則（平成１２年愛媛県教

育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１項第１号中「高等学校」の下に「、中等教育

学校の後期課程」を加える。

別表第２ １の表中「中学校」の下に「及び中等教育学

校の前期課程」を加える。

（愛媛県美術館管理規則の一部改正）

第４条 愛媛県美術館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会

規則第１５号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１項第１号中「高等学校」の下に「、中等教育

学校の後期課程」を加える。

別表中「第１４条」を「第１３条」に改める。

別表１の表中「高等学校」の下に「及び中等教育学校の

後期課程」を加え、「の生徒及び」を「及び中等教育学校

の前期課程の生徒並びに」に改める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県教育委員会規則第６号
愛媛県生涯学習センター管理規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県生涯学習センター管理規則の一部を改正する規

則

愛媛県生涯学習センター管理規則（平成３年愛媛県教育委

員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「午後１０時」を「午後５時」に改め、同条

第２項中「センターの施設のうち、相談室、図書室及び県民

メモリアルホールの使用時間」を「別表第１に掲げる施設並

びに別表第２に掲げる附属設備及び備品」に、「午後５時ま

でとする」を「午後１０時まで使用することができる」に改め

、同条第３項中「前２項に規定する開館時間」を「第１項の

開館時間及び前項の使用時間」に改める。

別表第１及び別表第２中「第１２条」を「第５条、第１２条」

に改める。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県教育委員会規則第７号
愛媛県県立学校管理規則及び愛媛県教育職員の免許に関す

る規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校管理規則及び愛媛県教育職員の免許に

関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県県立学校管理規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員

会規則第２１号）の一部を次のように改正する。

第２６条第３項中「助産婦」を「助産師」に改める。

（愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛

県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項の表第８表中「看護婦養成施設」を「看護

師養成施設」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成１４年３月１日から

適用する。

'愛媛県教育委員会告示第３号
愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第

２５条第１項の規定により、口頭による開示請求をすることが

できる個人情報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施

行する。

平成１４年３月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

教育委員会規則

教育委員会告示

口頭による開示請求をすることがで

きる個人情報の内容

口頭による開示請

求をすることがで

きる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所試験等の名称 開 示 す る 内 容

愛媛県公立学

校教員採用選

考試験

筆記試験の項目別得

点（一般教養及び教

職専門科目にあって

は、それぞれの得点

合格発表の日から

１月間

教育委員会事務

局指導部義務教

育課又は高校教

育課

愛 媛 県 報平成１４年３月２９日 第１３４３号
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'愛媛県人事委員会規則６－１６０
公益法人等への職員の派遣等に関する規則等の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

公益法人等への職員の派遣等に関する規則等の一部を

改正する規則

（公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正）

第１条 公益法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則６－１５９）の一部を次のように改正する。

別表中「財団法人愛媛県農業開発公社」を「財団法人え

ひめ農林漁業担い手育成公社」に改める。

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員

会規則７－０）の一部を次のように改正する。

第５条の２第１項第４号中「派遣条例」を「外国派遣条

例」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次

の１号を加える。

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例」と

いう。）第２条第１項の規定により派遣され、又は派

遣の終了により職務に復帰した場合

第５条の２第２項中「派遣条例」を「外国派遣条例第２

条第１項の規定若しくは公益法人等派遣条例」に改める。

第１８条中「又は通勤（」を「若しくは」に改め、「をい

う。以下同じ。）」を削り、「派遣条例に定める」を「外

国派遣条例第３条第１項に規定する」に改め、「業務上の

負傷若しくは疾病又は」の下に「同法第２条第２項及び第

３項に規定する」を、「含む。）」の下に「又は公益法人

等派遣条例第３条第１号に規定する派遣職員の派遣先団体

（公益法人等派遣条例第２条第３項第１号に規定する派遣

先団体をいう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公

益法人等派遣条例第１２条第１号に規定する退職派遣者の在

職する特定法人（公益法人等派遣条例第１０条に規定する特

定法人をいう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくはこ

れらの者の労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

第７条第２項に規定する通勤による負傷若しくは疾病」を

加える。

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

第１１条の２中「又は通勤（」を「若しくは」に改め、「

をいう。以下この条において同じ。）」を削り、「）に定

める」を「）第３条第１項に規定する」に改め、「業務上

の負傷若しくは疾病又は」の下に「同法第２条第２項及び

第３項に規定する」を、「疾病を含む。）」の下に「又は

公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号）第３条第１号に規定する派遣職員の派遣先

団体（同条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体を

いう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくは同条例第１２

条第１号に規定する退職派遣者の在職する特定法人（同条

例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務上の負傷若

しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険法（

昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤による

負傷若しくは疾病」を加える。

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第４条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

第５条第２項第４号中「勤務する者」の下に「、公益法

人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例

第４７号。以下「公益法人等派遣条例」という。）第１２条第

１号に規定する退職派遣者（以下「退職派遣者」という。

）」を加える。

第８条の２第１号中「の規定の適用を受けた職員及び第

１７条第１号又は第２号に該当し、同条」を「及び第１７条の

規定の適用を受けた職員並びに公益法人等への職員の派遣

等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１５９。以下「

公益法人等派遣規則」という。）第８条」に改める。

第２１条第１項中「に定める」を「第３条第１項に規定す

る」に、「派遣職員」」を「外国派遣職員」」に改める。

第２４条第２項第２号中「又は」を「若しくは」に改め、

「受けた職員」の下に「又は公益法人等派遣規則第８条の

規定の適用を受けた職員」を加える。

第２６条第５項中「又は第４３条」を「若しくは第４３条又は

公益法人等派遣規則第５条若しくは第８条第２項」に改め

る。

第３１条第２号オ及びカ中「派遣職員」を「外国派遣職員

」に改め、同号に次のように加える。

キ 公益法人等派遣条例第３条第１号に規定する派遣

職員（以下「公益法人等派遣職員」という。）の派

遣又は退職派遣者の特定法人（公益法人等派遣条例

第１０条に規定する特定法人をいう。以下同じ。）に

おける在職

ク 公益法人等派遣職員の派遣先団体（公益法人等派

遣条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体を

いう。以下同じ。）の業務上の負傷若しくは疾病又

は退職派遣者の在職する特定法人の業務上の負傷若

しくは疾病により、承認を得て勤務しない場合

第３１条第５号を次のように改める。

）、面接試験の得点

、学業成績等の得点

及び総合得点並びに

総合ランク

愛媛県県立学

校実習助手・

寄宿舎指導員

採用選考試験

筆記試験、作文試験

及び面接試験の得点

並びに総合得点

合格発表の日から

１月間

教育委員会事務

局指導部高校教

育課

愛媛県県立高

等学校一般入

学者選抜に係

る学力検査

教科別得点及び合計

得点

合格発表の日から

１月間

出願先の県立高

等学校

愛媛県県立特

殊学校高等部

入学者選抜に

係る学力検査

教科別得点及び合計

得点

合格発表の日から

１月間

出願先の県立特

殊学校

人事委員会規則
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� 外国派遣職員

第３１条第５号の２の次に次の１号を加える。

�の３ 公益法人等派遣職員

第３３条第７号中「派遣職員」を「外国派遣職員」に改め

、「業務」の下に「又は公益法人等派遣職員の派遣先団体

若しくは退職派遣者の在職する特定法人の業務」を加える

。

第３４条の２第２項中「又は第４３条」を「若しくは第４３条

又は公益法人等派遣規則第５条若しくは第８条第２項」に

改める。

第３６条の２第１項及び第３項並びに第３７条（見出しを含

む。）中「派遣職員」を「外国派遣職員」に改める。

別表第３２休職等の期間の欄中「派遣職員」を「外国派遣

職員」に改め、同表備考第２項中「派遣職員」を「外国派

遣職員並びに公益法人等派遣職員及び退職派遣者」に、「

派遣先の業務」を「外国派遣職員の派遣先の業務並びに公

益法人等派遣職員の派遣先団体及び退職派遣者の在職する

特定法人の業務（当該業務に係る労働者災害補償保険法第

７条第２項に規定する通勤を含む。）」に改める。

（教育職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第５条 教育職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則７－６０）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第４号中「派遣条例」を「外国派遣条例」

に改め、同項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１

号を加える。

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例」と

いう。）第２条第１項の規定により派遣され、又は派

遣の終了により職務に復帰した場合

第２条第２項中「派遣条例」を「外国派遣条例」に改め

、「大学院修学休業をし」の下に「、公益法人等派遣条例

第２条第１項の規定により派遣され」を加える。

（職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正）

第６条 職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則７－６５）の一部を次のように改正する。

第１７条中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同

号の前に次の１号を加える。

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する

職員派遣から職務に復帰した職員又は公益法人等への

一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年

法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職

員のうち、条例第１０条第１項第１号又は第３号に掲げ

る職員で、当該復帰又は採用の直前の住居（当該復帰

又は採用の日以後に転居する場合において、特急列車

等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの

当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認

める住居を含む。）からの通勤のため、特急列車等で

その利用が第１２条に規定する基準に照らして通勤事情

の改善に相当程度資するものであると認められるもの

を利用し、その利用に係る特別料金等を負担すること

を常例とするもの（当該復帰又は採用の直前の勤務地

と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつ

たことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合

には当該復帰又は採用前の通勤時間より長時間の通勤

時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を

生ずる職員で、特急列車等を利用しなければ通勤する

ことが人事委員会の定める基準に照らして困難である

と認められるものに限る。）

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正

）

第７条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する

。

第２条第７号中「に定める」を「第３条第１項に規定す

る」に、「派遣職員」」を「外国派遣職員」」に改め、同

条に次の１号を加える。

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例」と

いう。）第３条第１号に規定する派遣職員（以下「公

益法人等派遣職員」という。）のうち、給与の支給を

受けていない職員

第３条第２号に次のように加える。

カ 特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１

年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立

行政法人をいう。以下同じ。）の職員のうち人事委

員会の定める者

第３条第３号中エをオとし、ウをエとし、イの次に次の

ように加える。

ウ 特定独立行政法人の職員（前号カに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

第３条第３号に次のように加える。

カ 退職派遣者（公益法人等派遣条例第１２条第１号に

規定する退職派遣者をいう。以下同じ。）（人事委

員会が定めるものに限る。）

第５条の２及び第５条の４第１項中「及び派遣職員」を

「、外国派遣職員及び公益法人等派遣職員」に改める。

第７条第１項を次のように改める。

前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入す

る。

� 基準日以前３箇月以内（基準日が１２月１日であると

きは、６箇月以内。次号において同じ。）の期間にお

いて、次に掲げる者が職員給与条例又は教育職員給与

条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内

においてそれらの者として在職した期間

ア 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の適用を受ける職員

イ 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

の適用を受ける職員

ウ 教育長

エ 特別職に属する職員（非常勤である者を除く。）

オ 特定独立行政法人の職員のうち人事委員会の定め

る者

� 基準日以前３箇月以内の期間において、次に掲げる

者が引き続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適

用を受ける職員となつた場合は、その期間内において
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それらの者として在職した期間

ア 一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受け

る職員

イ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関す

る特例法の適用を受ける職員

ウ 特定独立行政法人の職員（前号オに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

エ 公庫、公団等の職員

オ 他の地方公共団体の職員（人事委員会の定めるも

のに限る。）

カ 退職派遣者（人事委員会の定めるものに限る。）

第７条の２第２項中「前条第１項各号」を「前条第１項

第１号アからオまでに掲げる者及び同項第２号アからカま

で」に改める。

第８条第３号を次のように改める。

� 外国派遣職員

第８条に次の１号を加える。

� 公益法人等派遣職員

第１２条第２項第５号中「又は通勤（」を「若しくは」に

改め、「をいう。以下この号において同じ。）」を削り、

「派遣職員」を「外国派遣職員」に改め、「業務上の負傷

若しくは疾病又は」の下に「同法第２条第２項及び第３項

に規定する」を、「含む。）」の下に「又は公益法人等派

遣職員の派遣先団体（公益法人等派遣条例第２条第３項第

１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負傷若し

くは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益法

人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補

償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する

通勤による負傷若しくは疾病」を加える。

第１３条第１項中「同条」を「同項第１号」に、「以内）

」を「以内。次号において同じ。）の期間」とあり、及び

同項第２号中「基準日以前３箇月以内」に改める。

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第８条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－３６８）の一部を次のように改正する。

第５条第２項を次のように改める。

２ 条例第１１条の３第２項の同条第１項の規定による手当

を支給される職員との権衡上必要があると認められるも

のとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職

員とする。

� 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律（平成１２年法律第５０号。以下「公益法人等派遣

法」という。）第１０条第１項の規定により職員として

採用され、特地公署又は準特地公署に在勤することと

なつた職員で、当該公署に在勤することとなつたこと

に伴つて住居を移転したもの

� 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとな

つた公署に在勤する職員で、その特地公署又は準特地

公署に該当することとなつた日（以下「指定日」とい

う。）前３年以内に、国家公務員等であつた者から人

事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員と

なり、又は公益法人等派遣法第１０条第１項の規定によ

り職員として採用され、当該公署に在勤することとな

つたことに伴なつて住居を移転したもの

第５条第３項第１号中「なつて特地公署又は」を「なつ

て特地公署若しくは」に改め、「移転した職員」の下に「

又は前項第１号に規定する職員」を、「日」の下に「又は

公益法人等派遣法第１０条第１項の規定により職員として採

用された日」を加え、同項第３号中「前項」を「前項第２

号」に改め、「なつた日」の下に「又は公益法人等派遣法

第１０条第１項の規定により職員として採用された日」を加

える。

（住居手当に関する規則の一部改正）

第９条 住居手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

４５９）の一部を次のように改正する。

第５条の２中「同項第２号」を「同項第３号」に、「、

当該適用」を「当該適用、公益法人等への職員の派遣等に

関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第

１号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益

法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平

成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された

職員にあつては当該復帰又は採用」に改める。

第５条の３中「同項第２号」を「同項第３号」に改める

。

（単身赴任手当に関する規則の一部改正）

第１０条 単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則

７－７６３）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中第７号を第８号とし、同項第６号中「前

各号」を「第２号から前号まで」に改め、「から」の下に

「人事交流等により」を加え、「なり、これ」を「なった

こと又は復帰等」に改め、「「適用」の下に「又は復帰等

」を加え、同号を同項第７号とし、同項中第１号から第５

号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の前に次の１号を加え

る。

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する

職員派遣から職務に復帰したこと又は公益法人等への

一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年

法律第５０号）第１０条第１項の規定により職員として採

用されたこと（以下「復帰等」という。）に伴い、住

居を移転し、第２条に規定するやむを得ない事情によ

り、同居していた配偶者と別居することとなった職員

で、当該復帰等の直前の住居から当該復帰等の直後に

在勤する公署に通勤することが第３条に規定する基準

に照らして困難であると認められるもののうち、単身

で生活することを常況とする職員

別記様式記入上の注意第８項中「職員」の下に「又は公

益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県

条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣から

職務に復帰した職員若しくは公益法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０

条第１項の規定により採用された職員」を加え、「「適用

」を「それぞれ「適用」又は「復帰」若しくは「採用」に

改める。

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正
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する規則の一部改正）

第１１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を

改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－９４６）の一部を

次のように改正する。

附則第４項中「勤務する者」の下に「、公益法人等への

職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）

第１２条第１号に規定する退職派遣者」を加える。

（特例一時金に関する規則の一部改正）

第１２条 特例一時金に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

－９５５）の一部を次のように改正する。

第２条第５号中「に定める」を「第３条第１項に規定す

る」に改め、同条に次の１号を加える。

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号）第３条第１号に規定する派遣職

員のうち、給与の支給を受けていない職員

第３条中「第４号」の下に「及び第７号」を加える。

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改

正）

第１３条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛

媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する

。

第１０条中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下

に「又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成

１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１項に規定する退職派遣

者であつた者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用された場合」を加える。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の

一部改正）

第１４条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規

則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改

正する。

第１０条中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下

に「又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成

１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１項に規定する退職派遣

者であつた者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用された場合」を加える。

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県人事委員会規則７－９５７
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改

正する規則

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

第１条中「第６４条の２」の下に「、第６４条の４」を加える

。

第２１条第１項中「１２，８００円」を「１３，３００円」に改める。

第３０条第１項中「１５，０００円」を「１５，３００円」に改める。

第３４条の５中「第６４条の２」を「第６４条の４」に改め、同

条を第３４条の６とし、第３４条の４の次に次の１条を加える。

（特殊自動車運転作業手当）

第３４条の５ 条例第６４条の２に定める「人事委員会が定める

農業大学校等」とは、農業大学校、農業試験場、果樹試験

場、畜産試験場及び林業技術センターをいう。

２ 条例第６４条の２に定める「人事委員会が定める特殊自動

車」とは、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号

）第２条に規定する大型特殊自動車をいう。

３ 条例第６４条の３に定める手当の額は、作業に従事した日

１日につき２９０円とする。

様式第１号備考５に次の１号を加える。

# 特殊自動車運転作業手当

附 則

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

����
'愛媛県人事委員会規則１２－４５
職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規

則

（職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則１２―３３）の一部を次のように改正する。

第１条中「第５条の２第１項」を「第５条の３第１項」

に改め、同条の次に次の１条を加える。

（育児休業計画書）

第１条の２ 条例第３条第３号に規定する育児休業計画書

の様式は、育児休業計画書（様式第１号）とする。

第２条中「様式第１号」を「様式第２号」に改める。

第４条第１項第４号中「第５条に規定する」を「第５条

第１号に掲げる」に、同条第２項中「様式第２号」を「様

式第３号」に改める。

第４条の２中「第５条の２第１項」を「第５条の３第１

項」に改め、同条第１号中「地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）」を「育児休業法」に

改め、同条を第４条の３とし、第４条の次に次の１条を加

える。

（任期付職員の採用及び任期の更新）

第４条の２ 任命権者は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」と

いう。）第６条第１項の規定により職員を採用しようと

する場合は、職員となる者に、任期を定めて採用される

こと及びその任期について承諾した文書を提出させるも

のとする。

２ 任命権者は、条例第５条の２の規定により職員の同意

を得る場合には、当該職員に、任期を更新すること及び

その更新する期間について承諾した文書を提出させるも
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のとする。

第５条第１項中「様式第３号」を「様式第４号」に改め

る。

様式第３号を様式第４号とし、様式第２号を様式第３号

とし、様式第１号中「第２条」の下に「、様式第１号」を

加え、同様式注４中「１歳」を「３歳」に、「日等」を「

日を、請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認

を受けている場合にあってはその旨並びに当該承認に係る

子の氏名及び期間等」に改め、同様式を様式第２号とし、

同様式の前に次の１様式を加える。
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様式第１号（第１条の２関係） 育児休業計画書

育 児 休 業 計 画 書

年 月 日

任 命 権 者 殿

所 属

提出者 職 名

氏 名 �

請求に係る子
氏 名

生 年 月 日 年 月 日

請求者の育児

休業計画

育 児 休 業
請 求 期 間

年 月 日から 年 月 日まで

再度の育児休業
請求予定期間

年 月 日から 年 月 日まで

配偶者の養育

計画

配偶者の氏名

養育予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

子を養育するため

に利用する制度等
□育児休業 □育児休業以外の休業・休暇
□その他（ ）

備 考

注 １ 育 児 休 業 計 画 書 は 、 育 児 休 業 承 認 請 求 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） と 同 時

に （ 記 載 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に あ っ て は 、 遅 滞 な く ） 提 出 す

る こ と 。

２ 記 載 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に あ っ て は 、 変 更 す る 箇 所 の み 記

入 す る こ と 。

３ 子 の 出 産 前 に 提 出 す る 場 合 に あ っ て は 、 請 求 に 係 る 子 の 欄 は 、

当 該 子 の 出 産 後 速 や か に 記 入 す る こ と 。

４ 育 児 休 業 請 求 期 間 の 欄 は 、 育 児 休 業 承 認 請 求 書 に 記 載 し た 請 求

期 間 を 記 入 す る こ と 。

５ 養 育 予 定 期 間 の 欄 は 、 請 求 者 の 育 児 休 業 に お け る 育 児 休 業 請 求

期 間 の 満 了 日 の 翌 日 か ら 再 度 の 育 児 休 業 請 求 予 定 期 間 の 初 日 の 前

日 ま で の 期 間 （ ３ 月 以 上 の 期 間 に 限 る 。 ） を 記 入 す る こ と 。

６ □ の あ る 欄 は 、 該 当 の も の に � 印 を 付 け る こ と 。
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（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改

正）

第２条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛

媛県人事委員会規則１２―１）の一部を次のように改正する

。

第１条の３第２項の表期間の欄中「９０日」を「１８０日」

に、「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「９０日」を

「１８０日」に改め、同条第５項第３号中「９０日」を「１８０

日」に、「７２０時間」を「１４４０時間」に改め、同項第４号

中「９０日」を「１８０日」に、「７２０時間」を「１４４０時間」

に改める。

第４条第１項中「又は」を「若しくは」に改め、「より

採用された職員」の下に「（以下「再任用職員」という。

）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第６条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員」を加える。

第４条の３を第４条の５とし、第４条の２中「前条」を

「前２条」に改め、同条を第４条の３とし、同条の次に次

の１条を加える。

第４条の４ 年の中途において１週間当たりの勤務日又は

勤務時間の変更があつた場合における再任用職員の条例

第８条の２並びに第１条の３第１項の表"の項及び%の
項に規定する有給休暇の日数、同条第２項の表に規定す

る無給休暇の日数並びに年次休暇の日数は、その者の勤

務時間等を考慮し人事委員会が定める。

第４条の次に次の１条を加える。

第４条の２ 年の中途において任期が満了することにより

退職することとなる職員のその年における年次休暇は、

条例第５条第１項の日数に、在職する期間の月数（１箇

月に満たない月は、切り上げる。）を１２で除した数を乗

じた日数（その日数が労働基準法第３９条の規定により付

与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条

の規定により付与すべきものとされている日数）とする

。ただし、年次休暇の日数に端数を生じた場合は、その

端数は、四捨五入とする。

２ 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による

。

２０日��
再任用短時間勤務職員にあつて�

�×
�
�
在職する期�

�は、第１条の４に規定する日数 間 の 月 数
＝
中途退職者の年

１２ 次休暇の日数

第１０条に次の１項を加える。

２ 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用し

た年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの

年次休暇の日数については、同項の規定にかかわらず、

人事委員会が定める日数とする。

第１２条の２第１項中「ものは、同項の請求に係る子の同

居の親族のうち１６歳以上の者であつて」を「者は」に、「

するもの」を「する者」に改め、同項に次の１号を加える

。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第１２条の２第２項を削る。

第１２条の４第１項第２号中「より」の下に「当該請求を

した」を加え、同項第３号中「職員」を「当該請求をした

職員」に改め、同項第４号中「深夜において、当該請求に

係る子を常態として」を「当該請求をした職員の配偶者で

当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態と

して当該子を」に、「当該子と同居する親族」を「もの」

に、「がいる」を「に該当する」に改める。

第１２条の５中「前２条」の下に「（前条第１項第４号を

除く。）」を、「より」及び「要介護者と」の下に「当該

請求をした」を加え、「、同項第４号中「子」とあるのは

「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と

、「第１項」とあるのは「第２項において準用する同条第

１項」と」を削る。

第１２条の６第１項中「ものは、同項の請求に係る子の同

居の親族のうち１６歳以上の者であつて」を「者は」に、「

するもの」を「する者」に改め、同項に次の１号を加える

。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第１２条の６第２項を削る。

第１２条の８第１項第２号中「より」の下に「当該請求を

した」を加え、同項第３号中「職員」を「当該請求をした

職員」に改め、同項第４号中「に係る子を常態として」を

「をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるもの

が、常態として当該子を」に、「当該子と同居する親族」

を「もの」に、「がいる」を「に該当する」に改める。

第１２条の９中「前条第２項各号」を「前条第１項第４号

及び第２項各号」に改め、「より」及び「要介護者と」の

下に「当該請求をした」を加え、「、同項第４号中「子」

とあるのは「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介

護する」と、「第１項」とあるのは「第２項において準用

する同条第１項」と」を削り、「次の」の下に「各号」を

加え、「前項」を「前項第１号から第３号まで」に改める

。

第１２条の１０第１項を削り、同条第２項中「同項の請求に

係る期間が、時間外勤務制限開始日から起算して１年であ

る場合にあつては３６０時間と、１年に満たない期間である

場合にあつては３０時間に当該請求に係る月数を乗じて得た

時間」を「１月について２４時間、１年について１５０時間」

に改め、同項を同条とする。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の

一部改正）

第３条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規

則（愛媛県人事委員会規則１２―４）の一部を次のように改

正する。

第２条の３第２項の表期間の欄中「９０日」を「１８０日」

に、「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「９０日」を

「１８０日」に改め、同条第５項第３号中「９０日」を「１８０

日」に、「７２０時間」を「１４４０時間」に改め、同項第４号

中「９０日」を「１８０日」に、「７２０時間」を「１４４０時間」

に改める。

第３条第３項中「又は」を「若しくは」に改め、「この

項において」を削り、「いう。）」の下に「又は地方公務

員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以

下「任期付職員」という。）」を、「に再任用職員」の下
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に「又は任期付職員」を加え、同条第４項中「前２項」を

「前３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の

次に次の１項を加える。

４ 年の中途において任期が満了することにより退職する

こととなる職員のその年における年次休暇の日数は、条

例第６条第１項の日数に在職する期間の月数（１箇月に

満たない月は、切り上げる。）を１２で除して得た数を乗

じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四

捨五入して得た日数）とする。ただし、その日数が労働

基準法第３９条の規定により付与すべきものとされている

日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきも

のとされている日数とする。

第４条の２を第４条の３とし、第４条の次に次の１条を

加える。

第４条の２ 年の中途において１週間当たりの勤務日又は

勤務時間の変更があつた場合における再任用職員の条例

第９条の２並びに第２条の３第１項の表!の項及び$の
項に規定する有給休暇の日数、同条第２項の表に規定す

る無給休暇の日数並びに年次休暇の日数は、その者の勤

務時間等を考慮し人事委員会が定める。

第１０条に次の１項を加える。

２ 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用し

た年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの

年次休暇の日数については、同項の規定にかかわらず、

人事委員会が定める日数とする。

第１２条の２第１項中「ものは、同項の請求に係る子の同

居の親族のうち１６歳以上の者であつて」を「者は」に、「

するもの」を「する者」に改め、同項に次の１号を加える

。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第１２条の２第２項を削る。

第１２条の４第１項第２号中「より」の下に「当該請求を

した」を加え、同項第３号中「職員」を「当該請求をした

職員」に改め、同項第４号中「深夜において、当該請求に

係る子を常態として」を「当該請求をした職員の配偶者で

当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態と

して当該子を」に、「当該子と同居する親族」を「もの」

に、「がいる」を「に該当する」に改める。

第１２条の５中「前２条」の下に「（前条第１項第４号を

除く。）」を、「より」及び「要介護者と」の下に「当該

請求をした」を加え、「、同項第４号中「子」とあるのは

「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と

、「第１項」とあるのは「第２項において準用する同条第

１項」と」を削る。

第１２条の６第１項中「ものは、同項の請求に係る子の同

居の親族のうち１６歳以上の者であつて」を「者は」に、「

するもの」を「する者」に改め、同項に次の１号を加える

。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第１２条の６第２項を削る。

第１２条の８第１項第２号中「より」の下に「当該請求を

した」を加え、同項第３号中「職員」を「当該請求をした

職員」に改め、同項第４号中「に係る子を常態として」を

「をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるもの

が、常態として当該子を」に、「当該子と同居する親族」

を「もの」に、「がいる」を「に該当する」に改める。

第１２条の９中「前条第２項各号」を「前条第１項第４号

及び第２項各号」に改め、「より」及び「要介護者と」の

下に「当該請求をした」を加え、「、同項第４号中「子」

とあるのは「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介

護する」と、「第１項」とあるのは「第２項において準用

する同条第１項」と」を削り、「次の」の下に「各号」を

加え、「前項」を「前項第１号から第３号まで」に改める

。

第１２条の１０第１項を削り、同条第２項中「同項の請求に

係る期間が、時間外勤務制限開始日から起算して１年であ

る場合にあつては３６０時間と、１年に満たない期間である

場合にあつては３０時間に当該請求に係る月数を乗じて得た

時間」を「１月について２４時間、１年について１５０時間」

に改め、同項を同条とする。

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正

）

第４条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する

。

第２条第６号中「第５条の２第１項」を「第５条の３第

１項」に改める。

第８条第４号中「第５条の２第２項」を「第５条の３第

２項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改

正に伴う経過措置）

２ 平成１４年１月１日から同年３月３１日までの間に無給休暇

を与えられたことのある職員（この規則の施行の際現に無

給休暇を与えられている職員を除く。）に対する第２条の

規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関

する規則（以下「改正後の職員休日等規則」という。）第

６条第３項本文の規定の適用については、当該与えられた

無給休暇は、既に与えられた無給休暇に該当しないものと

みなす。

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前の第

２条の規定による改正前の職員の休日、休暇及び勤務時間

等に関する規則第１条の３第４項の規定による無給休暇の

期間の延長は、この規則の施行の際現に職員が当該無給休

暇を与えられている場合に限り、改正後の職員休日等規則

第１条の３第４項の規定による無給休暇の期間の延長に該

当しないものとみなす。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の

一部改正に伴う経過措置）

４ 平成１４年１月１日から同年３月３１日までの間に無給休暇

を与えられたことのある職員（この規則の施行の際現に無

給休暇を与えられている職員を除く。）に対する第３条の

規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する規則（以下「改正後の教育職員休日等規則」と
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いう。）第６条第３項本文の規定の適用については、当該

与えられた無給休暇は、既に与えられた無給休暇に該当し

ないものとみなす。

５ 施行日前の第３条の規定による改正前の教育職員の休日

、休暇並びに勤務時間等に関する規則第２条の３第４項の

規定による無給休暇の期間の延長は、この規則の施行の際

現に職員が当該無給休暇を与えられている場合に限り、改

正後の教育職員休日等規則第２条の３第４項の規定による

無給休暇の期間の延長に該当しないものとみなす。
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'愛媛県人事委員会規則１３－１３５
公務災害補償の審査の申立てに関する規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

公務災害補償の審査の申立てに関する規則の一部を改

正する規則

公務災害補償の審査の申立てに関する規則（愛媛県人事委

員会規則１３―３）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償の審査の請求に関する規則

第１条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「

法」という。）第４５条第２項及び公立学校の学校医の公務災

害補償に関する法律」を「公立学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」に、「校医公災

法」を「法」に、「第８条第１項」を「第５条第１項」に、

「基き、」を「基づき、県立学校の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の」に、「、その

他」を「その他」に、「申立て」を「請求」に改める。

第２条中「申立て」を「請求」に、「申立人」を「請求人

」に改める。

第３条の見出し中「申立て」を「請求」に改め、同条第１

項中「、その他」を「その他」に改め、「第４５条第２項又は

校医公災法第８条第１項」を「第５条第１項」に、「申立て

」を「請求」に改め、同条第２項中「審査申立書」を「審査

請求書」に、「次の各号」を「、次」に、「申立人」を「請

求人」に、「共に」を「ともに」に改め、同項第１号中「職

員（地方公共団体の設置する学校の非常勤の学校医を含む。

以下同じ。）」を「学校医等」に改め、「並びに所属地方公

共団体」を削り、同項第２号中「申立人」を「請求人」に、

「職員」を「学校医等」に改め、同項第４号及び第６号中「

申立て」を「請求」に改め、同条第３項中「審査申立書」を

「審査請求書」に、「申立人」を「請求人」に、「つど」を

「都度」に、「速に」を「速やかに」に、「届出なければ」

を「届け出なければ」に改める。

第４条の見出し中「審査申立書」を「審査請求書」に改め

、同条第１項中「審査申立書」を「審査請求書」に、「申立

て」を「請求」に改め、同条第２項中「審査申立書」を「審

査請求書」に、「申立人」を「請求人」に、「但し」を「た

だし、」に改め、同条第３項中「申立人」を「請求人」に、

「申立て」を「請求」に改め、同条第４項中「申立て」を「

請求」に、「申立人」を「請求人」に改める。

第５条中「申立人」を「請求人」に改める。

第６条の見出しを「（請求の取下げ）」に改め、同条中「

申立人」を「請求人」に、「何時でも申立て」を「いつでも

請求」に、「取下げる」を「取り下げる」に改める。

第７条の見出し中「打切」を「打切り」に改め、同条中「

申立人」を「請求人」に、「審査を打切る」を「、審査を打

ち切る」に改める。

第８条中「速に」を「速やかに」に、「申立人」を「請求

人」に改める。

附 則

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 改正後の県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定は、この

規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに

同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償

年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべ

きものに係る審査の請求について適用し、その他の補償に

係る審査の請求については、なお従前の例による。

'愛媛県人事委員会告示第１号
愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第

２５条第１項の規定により、口頭による開示請求をすることが

できる個人情報を次のとおり定め、平成１４年４月１日から施

行する。

平成１４年３月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

人事委員会告示

口頭による開示請求をすることがで

きる個人情報の内容

口頭による開示請

求をすることがで

きる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所試験の名称 開 示 す る 内 容

職員採用候補

者（初級）試

験

総合得点及び総合順

位（第１次試験につ

いては、不合格者に

係るものに限る。）

第１次試験及び第

２次試験のそれぞ

れの合格発表の日

から１月間

人事委員会事務

局

職員採用候補

者（上級）試

験

総合得点及び総合順

位（第１次試験につ

いては、不合格者に

係るものに限る。）

第１次試験及び第

２次試験のそれぞ

れの合格発表の日

から１月間

人事委員会事務

局

少年補導職員

採用候補者試

験

総合得点及び総合順

位（第１次試験につ

いては、不合格者に

係るものに限る。）

第１次試験及び第

２次試験のそれぞ

れの合格発表の日

から１月間

人事委員会事務

局

職員採用候補

者（資格免許

職）試験

総合得点及び総合順

位（第１次試験につ

いては、不合格者に

係るものに限る。）

第１次試験及び第

２次試験のそれぞ

れの合格発表の日

から１月間

人事委員会事務

局

警察官（高校

卒程度）採用

候補者試験

愛媛県警察官を志望

した者に係る試験の

総合得点及び総合順

位（第１次試験につ

いては、不合格者に

係るものに限る。）

第１次試験及び第

２次試験のそれぞ

れの合格発表の日

から１月間

人事委員会事務

局

警察官（大学

卒）採用候補

者試験

愛媛県警察官を志望

した者に係る試験の

総合得点及び総合順

位（第１次試験につ

第１次試験及び第

２次試験のそれぞ

れの合格発表の日

から１月間

人事委員会事務

局
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'愛媛県人事委員会告示第２号
へき地等学校の指定（平成１３年１２月愛媛県人事委員会告示

第２号）の一部を次のように改正し、平成１４年４月１日から

施行する。

平成１４年３月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

１�の表越智郡の項学校名の欄中「関前村立大下小学校」
を削り、同表上浮穴郡の項中 美川村立二箆小学校 ３級「

」を削り、同項同欄中「美川村立黒藤川小学校」を削り、

「美川村立美川南小学校」を「美川村立美川小学校」に改め

、同表北宇和郡の項中 日吉村立富母里小学校 ３級「 」

を削る。

１�の表温泉郡の項学校名の欄中「中島町立睦月中学校」
を「中島町立中島中学校睦月分校」に改める。

２�の表上浮穴郡の項学校名の欄中「美川村立美川西小学
校」を削る。

'愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程を次の

ように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員就業規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規

程第３号）の一部を次のように改正する。

第５条の２第１項中「深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を

養育することができる当該子の同居の親族のうち１６歳以上の

者であつて」を「職員の配偶者で当該子の親であるものが」

に、「該当するもののない」を「該当しない場合における当

該」に改め、「、深夜」の下に「（午後１０時から翌日の午前

５時までの間をいう。以下同じ。）」を加え、同項に次の１

号を加える。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第５条の２第２項中「常態として当該子を養育することが

できる当該子の同居の親族のうち１６歳以上の者であつて」を

「職員の配偶者で当該子の親であるものが」に、「該当する

もののない」を「該当しない場合における当該」に、「別に

定める日から起算して１年を経過する日までの間において３

６０時間（職員が、勤務の制限を必要とする期間が１年に満た

ないため、１年に満たない期間（月を単位とする期間に限る

。）について請求した場合にあつては、当該別に定める日か

ら起算して当該請求に係る期間を経過する日までの間におい

て３０時間に当該請求に係る月数を乗じて得た時間）」を「１

月について２４時間、１年について１５０時間」に改め、同項に

次の１号を加える。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第５条の２第３項中「前２項の」を「前２項（第１項各号

及び前項各号を除く。）の」に、「前２項中「子を養育する

」とあるのは「要介護者を介護する」と、「当該子の」とあ

るのは「当該要介護者の」を「第１項中「小学校就学の始期

に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、次の各号のいずれにも該当しない場合における

当該職員に限る。）」とあるのは「要介護者のある職員」と

、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、

「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」と、前項中

「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配

偶者で当該子の親であるものが、次の各号のいずれにも該当

しない場合における当該職員に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「要介護者のある職員」と、「子を養育

する」とあるのは「要介護者を介護する」に改める。

第１３条の２第１項中「１歳」を「３歳」に改める。

附 則

この管理規程は、平成１４年４月１日から施行する。
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'愛媛県公営企業管理規程第４号
公益法人等に派遣される企業職員の給与に関する管理規程

を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

公益法人等に派遣される企業職員の給与に関する管理

規程

公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号）第２条第１項の規定により派遣される企業職

員に支給する給与に関しては、同条例第４条に規定する派遣

職員の例による。

附 則

この管理規程は、平成１４年４月１日から施行する。
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'愛媛県公営企業管理規程第５号
愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理

規程を次のように定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する

管理規程

愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営

企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（管理職手当の特例）

４ 第５条の規定により管理職手当を支給される職員（給料

月額の１００分の２０以上の管理職手当を支給される職員に限

る。）の管理職手当の月額は、平成１４年４月１日から平成

１５年３月３１日までの間に限り、同条の規定にかかわらず、

同条の規定による額からその１００分の５に相当する額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

いては、不合格者に

係るものに限る。）

公営企業管理規程
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額）を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基

礎となる管理職手当の月額は、同条の規定による額とする

。

附 則

この管理規程は、平成１４年４月１日から施行する。

'公 告

環境影響評価書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第

２１条の規定により、次の対象事業について環境影響評価書を

作成したので、同条例第２３条の規定により、次のとおり公告

します。

平成１４年３月２９日

住友金属鉱山株式会社

代表取締役社長 福 島 孝 一

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 住友金属鉱山株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役社長 福島孝一

� 主たる事務所の所在地 東京都港区新橋五丁目１１番３

号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 住友金属鉱山株式会社東予工場硫酸設備増強計

画

� 種類 製造業に係る工場の規模の変更の事業

� 規模 排出水量２４６，１００�／日増加
３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県西条市船屋字新地乙１４５番地１

４ 関係地域の範囲

愛媛県西条市及び新居浜市

５ 環境影響評価書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、新居浜市役所及び西条市役所

� 縦覧期間 平成１４年３月２９日から４月２８日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

����
'愛媛海区漁業調整委員会指示第５５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基

づき、次のとおり指示する。

平成１４年３月２９日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� 真珠母貝養殖いかだの吊りかごの間隔は、８０センチメ

ートル以上とし、１吊り当たりのかご数は、１かごでな

ければならない。

� 真珠養殖いかだの吊りかごの間隔は、１メートル以上

とし、１吊り当たりのかご数は、１かごでなければなら

ない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成１４年４月１日から平成１６年

３月３１日までとする。

'愛媛海区漁業調整委員会指示第５６号
愛媛県宇和海におけるかご漁業（つつ、つぼ漁業を含み、

無動力漁船を除く。以下同じ。）について、漁業法（昭和２４

年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、次のとおり

指示する。

平成１４年３月２９日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

（操業の制限）

１ 当該海域において、かご漁業を操業しようとする者は、

使用する漁船ごとに別に定める取扱要領により愛媛海区漁

業調整委員会（以下「委員会」という。）の承認を受けな

ければならない。

ただし、試験研究又は実習等を目的としたもので委員会

に届出したものは、この限りではない。

（承認対象漁船）

２ 承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁

船とする。

（操業区域）

３ 操業を承認する区域は、共同漁業権漁場区域内とする。

（承認の備え付け等の義務）

４ 承認をうけた者は、操業の際は、承認証を当該漁船に備

え付けるとともに別に定める標識を船橋両側面に表示しな

ければならない。

（指示の有効期間）

５ この指示の有効期間は、平成１４年４月１日から平成１６年

３月３１日までとする。
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